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第
一
章　

は
じ
め
に

　

刑
法
一
九
条
一
項
二
号
は
、「
犯
罪
行
為
の
用
に
供
し
、
又
は
供
し
よ
う
と
し
た
物
」（
供
用
物
件
・
供
用
準
備
物
件
）
を
没
収
で

き
る
旨
定
め
る
。
こ
の
条
文
に
基
づ
き
、
犯
罪
の
実
行
行
為
に
直
接
用
い
ら
れ
た
物
（
殺
人
の
凶
器
等
）
が
没
収
で
き
る
こ
と
に
は

疑
い
の
余
地
が
な
い
一
方
、
実
行
行
為
に
直
接
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
物
が
ど
こ
ま
で
没
収
可
能
で
あ
る
か
は
、
条
文
か
ら
は

直
ち
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
判
例
・
学
説
は
、
そ
の
よ
う
な
物
の
没
収
を
一
定
範
囲
で
認
め
て
き
た
。

　

学
説
上
、
供
用
物
件
・
供
用
準
備
物
件
の
没
収
に
つ
い
て
は
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
第
一
は
、
一
九
条
一
項
二
号
に
い
う
「
犯
罪

行
為
」
の
文
言
を
実
行
行
為
に
限
ら
ず
拡
張
的
に
解
し
、
実
行
行
為
と
の
密
接
関
連
性
を
有
す
る
限
り
で
、
実
行
の
着
手
前
又
は
実

行
の
終
了
直
後
に
行
わ
れ
た
行
為
も
「
犯
罪
行
為
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
の
密
接
関
連
行
為
に
用
い
ら
れ
た
物
は
没
収

可
能
と
す
る
見
解
で
あ
る）（
（

（
密
接
関
連
行
為
説
）。
こ
の
見
解
は
、
最
高
裁
判
例
の
調
査
官
解
説
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
最
判
平
成
一
五
年
四
月
一
一
日
刑
集
五
七
巻
四
号
四
〇
三
頁
で
は
、
覚
せ
い
剤
密
輸
入
行
為
（
覚
せ
い
剤
取
締
法
・
関
税

法
違
反
）
を
行
っ
た
被
告
人
が
、
犯
行
後
に
出
国
す
る
際
に
用
い
る
予
定
で
あ
っ
た
復
路
航
空
券
が
没
収
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
調
査
官

解
説
で
は
、「
被
告
人
と
Ｂ
の
我
が
国
へ
の
出
入
国
自
体
が
、
覚
せ
い
剤
輸
入
の
実
行
行
為
（
陸
揚
げ
）
を
行
う
た
め
（『
だ
け
』
と

い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
）
に
外
国
か
ら
入
国
し
、
犯
行
後
に
は
検
挙
を
免
れ
る
た
め
速
や
か
に
我
が
国
か
ら
出
国
し
よ
う
と
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
行
行
為
と
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
も
の
と
い
え
」（
傍
線
引
用
者
）、
復
路
航
空
券
が
供
用
準
備
物

件
に
あ
た
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
た）（
（

。
こ
こ
で
は
、
覚
せ
い
剤
の
輸
入
と
い
う
実
行
行
為
の
後
に
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た

航
空
券
の
没
収
が
認
め
ら
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　

し
か
し
、「
犯
罪
行
為
」
を
広
く
解
し
、
実
行
行
為
以
外
に
用
い
ら
れ
た
物
の
没
収
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
、「
罪
刑
法
定
主

義
と
の
関
連
で
疑
問
が
あ
る
」
と
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
き
た）3
（

。
そ
こ
で
近
時
は
、
第
二
の
見
解
と
し
て
、「
犯
罪
行
為
」
を
「
実
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行
行
為
」
と
制
限
的
に
解
し
た
上
で
、
こ
れ
を
促
進
し
た
物
は
没
収
可
能
と
の
見
解
が
有
力
化
し
て
い
る
（
促
進
説
）。
た
だ
し
、

こ
の
見
解
か
ら
も
、
実
行
行
為
後
に
使
用
さ
れ
た
物
の
没
収
が
一
切
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
物
を
実
行
行
為
後
に
用
い
る
予

定
で
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
い
た
場
合
は
、
実
行
行
為
を
行
う
心
理
的
障
害
が
軽
減
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
促
進
が
認
め
ら
れ
る
と

し
て
、
没
収
は
肯
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
述
の
復
路
航
空
券
も
、
事
前
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
覚
せ
い
剤
輸
入
へ
の
心
理

的
促
進
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
没
収
可
能
と
さ
れ
る）（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
近
時
、
最
決
平
成
三
〇
年
六
月
二
六
日
刑
集
七
二
巻
二
号
二
〇
九
頁
（
以
下
、
平
成
三
〇
年
決
定
）
に

お
い
て
も
、
実
行
行
為
に
直
接
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
物
の
没
収
が
肯
定
さ
れ
た
。
同
事
件
で
は
、
強
姦
お
よ
び
強
制
わ
い
せ

つ
の
犯
人
が
犯
行
の
様
子
を
隠
し
撮
り
し
、
被
告
人
の
弁
護
人
が
被
害
者
の
一
人
に
対
し
て
、
映
像
を
法
廷
で
流
さ
れ
た
く
な
か
っ

た
ら
告
訴
を
取
下
げ
る
よ
う
要
求
し
た
（
た
だ
し
、
被
告
人
は
強
制
わ
い
せ
つ
・
強
姦
の
み
に
つ
き
起
訴
さ
れ
た
上
で
有
罪
と
さ
れ
、
被

害
者
へ
の
要
求
行
為
は
強
要
罪
等
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
起
訴
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
事
案
で
、
隠
し
撮
り
に
使
用
さ
れ
た
記
録
媒
体

の
没
収
の
可
否
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
は
、「
被
告
人
が
こ
の
よ
う
な
隠
し
撮
り
を
し
た
の
は
、
被
害
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
犯

行
の
様
子
を
撮
影
録
画
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
、
捜
査
機
関
に
被
告
人
の
処
罰
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
さ
せ
、
刑
事
責
任
の
追
及
を

免
れ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
」
か
ら
、
本
件
記
録
媒
体
は
没
収
可
能
と
し
た
。

　

平
成
三
〇
年
決
定
で
は
、
没
収
の
理
論
的
枠
組
に
関
し
て
一
般
的
な
判
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
件
記
録
媒
体

が
、
前
述
の
い
ず
れ
の
見
解
か
ら
も
没
収
可
能
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
密
接
関
連
行
為
説
か
ら
は
、
性
犯
罪

と
並
行
す
る
撮
影
行
為
（
又
は
事
後
の
示
談
交
渉
行
為
）
が
、
性
犯
罪
と
密
接
に
関
連
す
る
と
い
え
れ
ば
、
そ
れ
に
用
い
ら
れ
た
記
録

媒
体
は
没
収
可
能
と
な
る
し
、
促
進
説
か
ら
は
、
記
録
媒
体
が
後
に
示
談
交
渉
に
用
い
る
目
的
で
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
よ
り
、
犯
行
へ
の
心
理
的
障
壁
が
下
が
っ
た
と
し
て
促
進
的
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
平
成
三

〇
年
決
定
は
あ
く
ま
で
事
例
判
断
で
あ
り
、
没
収
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
議
論
の
発
展
に
委
ね
ら
れ
て
い
る）5
（

。
し
か
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し
な
が
ら
、
学
説
の
側
に
お
い
て
、
没
収
に
つ
き
検
討
し
た
論
稿
は
今
な
お
限
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
次
の
よ
う
な
未
解
決
の

問
題
点
が
存
在
す
る
。

　

第
一
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
供
用
物
件
・
供
用
準
備
物
件
の
没
収
に
つ
き
、
い
か
な
る
判
断
枠
組
に
依
拠
す
べ
き
か
が
明
ら
か
で

は
な
い
点
で
あ
る
。
現
状
、
最
高
裁
は
一
般
的
枠
組
に
つ
い
て
は
何
ら
述
べ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
学
説
で
は
二
つ
の
見
解
が
二
項
対

立
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
そ
も
そ
も
両
説
が
本
当
に
対
立
す
る
の
か
は
、
充
分
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
、

平
成
三
〇
年
決
定
の
第
一
審
・
第
二
審
は
没
収
を
肯
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
密
接
関
連
性
と
促
進
的
効
果
の
双
方
に
言
及
し
て
お
り
、

二
つ
の
見
解
を
併
用
的
に
用
い
た
と
も
評
し
う
る
。

　

第
二
に
、
近
時
は
促
進
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
、
ま
た
密
接
関
連
行
為
説
の
論
者
も
、
物
の
使
用
行
為
が
実
行
行
為
を
容
易
に
し

た
と
い
う
意
味
で
促
進
し
た
と
き
に
は
、
当
該
使
用
行
為
が
密
接
関
連
行
為
と
な
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
た
め
、
い
ず
れ
の
立
場
か

ら
も
促
進
の
有
無
は
重
要
た
り
う
る
も
の
の）6
（

、
そ
れ
が
十
分
条
件
た
り
う
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
平
成
三
〇
年
決

定
に
お
け
る
記
録
媒
体
は
、
事
前
の
用
意
に
よ
る
心
理
的
障
壁
の
軽
減
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
促
進
的
効
果
を
説
明
可
能
で
あ
る

が
、
当
該
事
情
が
一
般
に
没
収
を
基
礎
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
窃
盗
犯
が
逃
走
用
の
自
動
車
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
い
た

場
合
に
は
、
自
動
車
も
ま
た
没
収
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
？　

あ
る
い
は
、
平
成
三
〇
年
決
定
の
事
案
で
、
行
為
者
が
示
談
交
渉
の

目
的
を
有
さ
ず
、
単
に
隠
し
撮
り
に
よ
り
性
的
興
奮
を
得
る
目
的
の）7
（

場
合
も
、
や
は
り
記
録
媒
体
が
犯
行
を
心
理
的
に
促
進
し
た
と

の
理
由
で
没
収
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

没
収
の
根
拠
と
し
て
「
促
進
」
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
場
合
、
物
が
犯
行
の
手

段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
側
面
は
薄
ま
っ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、「
促
進
」
が
考
慮
要
素
た
り
う
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
何
ら

か
の
限
定
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
は
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
有
用
た
り
う
る
の
が
、
比
較
法
的
検
討
で
あ
る
。
我
が
国
の
刑
法
理
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
ド
イ
ツ
法
に
目
を

転
じ
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
刑
法
七
四
条
一
項
は
、
犯
罪
の
「
遂
行
若
し
く
は
予
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
若
し
く
は
用
い
ら
れ
る
予
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定
で
あ
っ
た
客
体
」（
供
用
客
体
：T

atm
ittel

）
が
没
収
可
能
と
定
め
る
。
ド
イ
ツ
と
我
が
国
は
、
犯
罪
へ
の
使
用
と
い
う
視
座
に
基

づ
き
物
の
没
収
を
認
め
る
点
で
共
通
の
基
盤
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
後
述
の
通
り
、
ド
イ
ツ
で
は
没
収
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は

客
体
が
犯
行
を
「
促
進
」
し
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
点
で
、
我
が
国
の
促
進
説
を
想
起
さ
せ
る
議
論
が
存
在
す
る
。
し
か
も
、
ド

イ
ツ
で
は
「
促
進
」
と
い
う
基
準
が
判
例
上
も
受
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
我
が
国
に
お
け
る
没
収
の
射
程
範
囲
を

再
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
好
個
の
素
材
を
も
た
ら
し
う
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
供
用
客
体
没
収
の
制
度
を
紹
介
す

る
論
稿
は
限
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る）8
（

。

　

本
稿
で
は
、
我
が
国
に
お
け
る
供
用
物
件
・
供
用
準
備
物
件
の
没
収
の
解
釈
に
関
す
る
示
唆
を
得
る
た
め
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
供

用
客
体
没
収
の
全
体
像
を
概
観
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
供
用
客
体
の
没
収
規
定
を
確
認
し
（
第
二
章
）、
次

い
で
、
供
用
客
体
没
収
の
判
断
枠
組
（
第
三
章
）
お
よ
び
没
収
制
度
全
体
に
共
通
す
る
要
件
で
あ
る
比
例
原
則
（
第
四
章
）
を
概
観

す
る
。
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
い
か
な
る
点
が
我
が
国
に
示
唆
的
で
あ
る
か
を
示
す
（
第
五
章
）。

第
二
章　

ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
供
用
客
体
の
没
収
規
定

　

ま
ず
は
、
ド
イ
ツ
の
没
収
規
定
を
確
認
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
二
〇
一
七
年
に
没
収
規
定
の
改
正
が
あ
り
、
供
用
客
体
の
没
収
に
も

変
更
が
加
え
ら
れ
た
も
の
の
、
本
質
的
な
変
更
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い）9
（

。
供
用
客
体
の
没
収
に
関
す
る
基
本
規
定
で
あ
る
七
四

条
）
（1
（

は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
（
傍
線
筆
者
））

（（
（

。

第
七
四
条　

正
犯
者
及
び
共
犯
者
に
お
け
る
生
成
客
体
、
供
用
客
体
及
び
行
為
対
象
の
没
収

（
一
）
故
意
の
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
（
生
成
客
体
）、
又
は
そ
の
遂
行
若
し
く
は
予
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
若
し
く
は
用
い
ら
れ
る
予
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定
で
あ
っ
た
客
体
（
供
用
客
体
）
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
犯
罪
行
為
が
関
係
し
た
客
体
（
行
為
対
象
）
は
、
特
別
の
規
定
に
よ
り
没
収
さ
れ
る
。

（
三
）
没
収
は
、
客
体
が
、
裁
判
の
時
点
で
正
犯
者
若
し
く
は
共
犯
者
に
属
し
、
又
は
帰
属
す
る
と
き
に
の
み
許
容
さ
れ
る
。
特
別
の

規
定
に
よ
り
第
一
項
の
ほ
か
に
没
収
が
指
示
さ
れ
、
又
は
許
容
さ
れ
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

　

一
項
は
生
成
客
体
（T

atprodukte

）
お
よ
び
供
用
客
体
（T
atm

ittel

）
の
没
収
を
定
め
、
こ
れ
ら
は
任
意
的
没
収
の
対
象
と
な
る
。

二
項
は
行
為
対
象
（T

atobjekt

：
日
本
の
組
成
物
件
に
概
ね
相
当
）
の
規
定
で
あ
り
、
明
文
規
定
が
あ
る
場
合
に
限
り
没
収
対
象
と
な

る
旨
が
定
め
ら
れ
る
。
以
上
の
う
ち
、
本
稿
の
関
心
事
で
あ
る
供
用
客
体
は
、
犯
罪
の
「
遂
行
若
し
く
は
予
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、

若
し
く
は
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
客
体
」（Gegenstände, die ... zu ihrer Begehung oder V

orbereitung gebraucht 

w
orden oder bestim

m
t gew

esen sind: 

傍
線
部
）
と
定
義
さ
れ
る）（1
（

。

　

七
四
条
に
基
づ
く
没
収
は
、
犯
罪
行
為
の
正
犯
又
は
共
犯
か
ら
の
没
収
を
定
め
る
点
（
三
項
）
で
、
刑
罰
の
一
種
で
あ
る）（1
（

。
も
っ

と
も
、
七
四
条
所
定
の
各
客
体
が
正
犯
・
共
犯
以
外
の
者
に
属
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
が
、
客
体
が
供
用
客
体
と
し
て
用

い
ら
れ
た
こ
と
等
に
少
な
く
と
も
軽
率
に
よ
り
寄
与
し
た
場
合
又
は
非
難
す
べ
き
方
法
で
客
体
を
得
た
と
き
に
は
、
七
四
条
ａ
に
基

づ
き
没
収
が
可
能
と
さ
れ
る
。
加
え
て
、
七
四
条
ｂ
は
保
安
没
収
を
定
め
、
客
体
が
社
会
を
危
殆
化
し
、
又
は
違
法
行
為
の
遂
行
に

役
立
つ
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
は
、
正
犯
又
は
共
犯
が
責
任
無
く
行
為
し
た
場
合
や
、
客
体
が
正
犯
・
共
犯
以
外
の
者
に
属
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
没
収
可
能
と
す
る）（1
（

。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
条
文
上
、
供
用
客
体
等
の
没
収
は
、
比
例
原
則
に
服
す
る
べ
き
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
七
四
条
ｆ
）。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
（
第
四
章
）。

　

な
お
、
本
稿
で
は
扱
え
な
い
が
、
一
部
の
犯
罪
類
型
に
は
、
供
用
客
体
等
に
関
す
る
特
別
な
没
収
規
定
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
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〇
一
条
ａ
で
は
、
一
定
領
域
内
で
他
人
を
権
限
な
く
撮
影
す
る
こ
と
等
が
処
罰
対
象
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
五
項
で
は
、
正
犯
・

共
犯
が
用
い
た
撮
影
媒
体
お
よ
び
撮
影
機
材
又
は
そ
の
他
の
技
術
的
手
段
が
任
意
的
没
収
に
服
す
る
と
さ
れ
る）（1
（

。
ま
た
、
七
四
条
ｄ

は
文
書
に
関
す
る
特
別
な
没
収
規
定
を
定
め
る
。
た
と
え
ば
同
条
一
項
に
よ
れ
ば
、「
内
容
を
知
り
な
が
ら
故
意
に
頒
布
す
る
こ
と

が
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
内
容
の
文
書
」
は
、「
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
が
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
頒
布

さ
れ
、
又
は
そ
の
頒
布
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
没
収
す
る
。」
と
さ
れ
、
加
え
て
、「
文
書
の
製
造
の
た
め
に
使
用
さ
れ
又
は

使
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
、
複
製
の
版
下
と
な
っ
た
又
は
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
器
具
は
、
使
用
不
能
に
す
る
こ
と
を
命
じ
る
。」

と
さ
れ
る）（1
（

。
七
四
条
ｄ
に
基
づ
く
没
収
お
よ
び
使
用
不
能
処
分
は
、
必
要
的
で
あ
る）（1
（

。

第
三
章　

供
用
客
体
の
没
収
の
要
件

　

本
章
で
は
、
供
用
客
体
没
収
の
基
本
規
定
た
る
七
四
条
の
要
件
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
概
観
す
る
。

七
四
条
一
項
で
は
、
犯
罪
の
「
遂
行
若
し
く
は
予
備
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
若
し
く
は
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
客
体
」
が
没
収

対
象
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
供
用
客
体
と
し
て
の
没
収
の
可
否
は
、
概
ね
次
の
四
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
判
断
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
i
）
犯
罪
の
「
予
備
」
又
は
「
遂
行
」
段
階
に
お
け
る
客
体
の
使
用

（
ii
）
客
体
に
よ
り
犯
行
を
意
図
的
に
「
促
進
し
た
」
又
は
「
促
進
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
」
こ
と

（
iii
）
そ
の
他
の
限
定
原
理
の
考
慮
（
争
い
あ
り
）

（
iv
）
七
四
条
ｆ
に
基
づ
く
比
例
原
則
の
考
慮
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（
i
）
～
（
iii
）
は
、
客
体
が
供
用
客
体
に
あ
た
る
か
否
か
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、（
iv
）
は
、
客
体
が
供
用
客
体
に
あ
た
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
な
お
没
収
を
見
送
る
べ
き
か
否
か
を
決
す
る
た
め
の
基
準
で
あ
る
。
本
章
で
は
、（
i
）
～
（
iii
）
を
中
心

に
検
討
し
、（
iv
）
の
検
討
は
次
章
に
譲
る
。

第
一
節　

犯
罪
の
「
予
備
」
お
よ
び
「
遂
行
」
の
意
義

　

七
四
条
一
項
の
文
言
上
、
供
用
客
体
に
あ
た
る
た
め
に
は
ま
ず
、（
ｉ
）
客
体
が
犯
罪
の
「
予
備
」
又
は
「
遂
行
」
に
用
い
ら
れ

た
又
は
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
客
体
が
犯
行
の
ど
の
時
点
で
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。

1　
「
予
備
」
お
よ
び
「
遂
行
」
の
概
念

　

ま
ず
、「
予
備
」（V

orbereitung

）
段
階
で
用
い
ら
れ
た
又
は
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
客
体
が
没
収
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

予
備
行
為
に
用
い
ら
れ
た
客
体
は
常
に
没
収
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
①
予
備
行
為
そ
れ
自
体
が
可
罰
的
で
あ
る
場
合）（1
（

又
は
②

不
可
罰
な
予
備
行
為
の
段
階
で
客
体
が
用
い
ら
れ
た
が
、
行
為
が
そ
の
後
可
罰
的
段
階
（
可
罰
的
未
遂
又
は
既
遂
）
に
達
し
た
場
合）（1
（

に
限
っ
て
、
客
体
は
没
収
可
能
と
さ
れ
る）11
（

。

　

加
え
て
、
客
体
が
犯
罪
の
「
遂
行
」（Begehung

）
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
又
は
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
場
合
も
、
当
該
客

体
は
没
収
可
能
と
さ
れ
る
。「
遂
行
」
は
実
行
行
為
に
限
ら
れ
ず
、
広
く
解
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
判
例
・
通
説
で
あ
る）1（
（

。
未
遂
段

階
で
用
い
ら
れ
た
客
体
も
没
収
可
能
で
あ
る
が
、
予
備
段
階
で
の
使
用
の
場
合
と
同
様
、「
可
罰
的
」
未
遂
行
為
に
用
い
ら
れ
た
客

体
の
み
が
没
収
可
能
と
さ
れ
る）11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
客
体
の
使
用
が
可
罰
性
と
結
び
つ
く
必
要
が
あ
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
は
、
可
罰
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的
行
為
に
客
体
が
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
、
客
体
が
「
犯
罪
」
の
遂
行
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
い
え
な
い
こ
と）11
（

、
お
よ
び
、
没
収
が

付
加
刑
と
し
て
の
性
質
を
（
も
）
有
し
て
い
る
こ
と）11
（

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

他
方
で
、
ひ
と
た
び
行
為
が
可
罰
的
段
階
に
達
す
れ
ば
、
客
体
が
現
に
用
い
ら
れ
な
く
と
も
、「
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
」

と
い
え
れ
ば
、
没
収
は
可
能
と
な
る
。
な
お
、
供
用
客
体
の
没
収
は
、
訴
追
対
象
と
し
て
裁
判
所
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
行
為
と
の
関

係
で
の
み
可
能
と
さ
れ
る）11
（

。

2　

実
行
行
為
後
に
用
い
ら
れ
た
客
体
の
没
収
に
関
す
る
判
例
の
動
向

　

前
述
の
通
り
、
七
四
条
一
項
に
い
う
「
遂
行
」
概
念
は
広
く
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
文
言
に
基
づ
き
、
実
行
行
為
後
に
用
い
ら

れ
た
客
体
も
没
収
可
能
と
い
わ
れ
る
。
一
般
的
に
は
、「
既
遂
」（V

ollendung

）
後
に
用
い
ら
れ
た
客
体
も
没
収
可
能
と
さ
れ
る
一

方
、
犯
罪
の
「
終
了
」（Beendigung
）
後
に
用
い
ら
れ
た
客
体
は
没
収
不
可
能
と
さ
れ
る）11
（

。
ド
イ
ツ
法
上
、
既
遂
と
は
、
全
客
観

的
構
成
要
件
要
素
が
実
現
さ
れ
た
段
階
を
指
し
、
他
方
で
終
了
と
は
、
犯
罪
事
象
の
事
実
的
終
結
に
至
っ
た
段
階
を
い
う）11
（

。
た
と
え

ば
、
謀
殺
罪
・
故
殺
罪
に
お
い
て
は
、
結
果
発
生
（
既
遂
）
と
同
時
に
犯
罪
が
終
了
す
る
一
方）11
（

、
窃
盗
罪
等
の
場
合
に
は
、
客
体
の

取
得
を
も
っ
て
既
遂
に
達
す
る
が
、
盗
品
が
確
保
さ
れ
て
は
じ
め
て
終
了
す
る
と
い
う）11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
犯
罪
類
型
の
差
異
が
、
没
収

の
範
囲
に
も
影
響
し
う
る
。

　

以
上
に
従
い
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
（
Ｒ
Ｇ
）
の
時
代
か
ら
、
犯
行
の
既
遂
到
達
後
に
盗
品
の
輸
送
や
逃
走
に
用
い
ら
れ
た
自
動
車
等

の
没
収
が
、
一
定
範
囲
で
認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
例
の
一
つ
と
し
て
、
刑
法
旧
四
〇
条
（
現
在
の
七
四
条
に
概
ね
相
当
）
を
参

照
し
て
没
収
を
認
め
た
、
次
の
事
件
が
あ
る
。



（（

法学研究 92 巻 11 号（2019：11）

〈
事
例
①
〉R

G
St 12, 305

（
一
八
八
五
年
六
月
一
九
日
判
決
）

　

被
告
人
ら
が
他
人
所
有
の
山
林
で
倒
れ
た
鹿
を
発
見
し
、
そ
の
場
で
内
臓
を
抜
い
て
肉
を
手
ぞ
り
に
乗
せ
て
自
宅
ま
で
運
搬
し
た
行
為

に
つ
き
、
密
猟
の
罪
（
刑
法
旧
二
九
二
条
）
で
有
罪
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
同
罪
の
没
収
の
特
別
規
定
（
旧
二
九
五
条
：
犯
行
時
に
携
帯
し

て
い
た
密
猟
道
具
等
の
没
収
）
に
従
い
、
手
ぞ
り
が
没
収
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
Ｒ
Ｇ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
没
収
を
肯
定
し
た
。

　
「〔
…
…
〕
彼
ら
に
よ
り
行
わ
れ
た
密
猟
罪
は
、
当
時
に
お
い
て
も
既
に
法
的
に
は
既
遂
と
な
っ
て
い
た
〔konsum

iert w
ar

〕
と
し

て
も
、
他
人
の
狩
猟
領
域
で
鹿
の
内
臓
抜
き
を
行
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
終
了
〔A

bschlusse

〕
に
達
し
た
わ
け
で
は
な
い
。」「
可
罰

的
行
為
に
よ
り
得
ら
れ
た
財
を
犯
行
現
場
か
ら
持
ち
出
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
輸
送
手
段
も
、
刑
法
四
〇
条
の
意
味
に
お
け
る
、
可
罰
的

行
為
の
遂
行
の
た
め
に
用
い
ら
れ
又
は
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
客
体
に
あ
た
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
、〔
…
…
〕
密
猟
罪
を
終
了
に

導
く
こ
と
に
貢
献
し
た
、
又
は
貢
献
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
全
て
の
客
体
が
、
密
猟
道
具
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。」（
傍
線
筆
者
）

Ｒ
Ｇ
は
、
密
猟
道
具
に
あ
た
る
か
否
か
を
供
用
客
体
の
規
定
（
旧
四
〇
条
）
に
照
ら
し
て
判
断
し
、
密
猟
行
為
は
鹿
の
解
体
を
も
っ

て
既
遂
に
達
し
た
も
の
の
、
未
だ
終
了
し
て
い
な
い
と
し
て
、
鹿
肉
の
確
保
に
用
い
ら
れ
た
手
ぞ
り
の
没
収
を
肯
定
し
た
。
連
邦
通

常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
も
、
概
ね
同
様
の
基
準
を
踏
襲
し
て
い
る
。

〈
事
例
②
〉B

G
H

 N
JW

 1952, 892

（
一
九
五
二
年
六
月
五
日
判
決
）

　
「
窃
盗
犯
に
よ
り
盗
品
の
持
ち
去
り
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
自
動
車
は
、
犯
罪
の
遂
行
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
に
あ
た
る
。
と
い

う
の
も
、
確
か
に
奪
取
は
取
得
を
も
っ
て
法
的
に
は
既
遂
と
な
る
が
〔vollendet

〕、
未
だ
事
実
的
に
は
終
了
し
て
〔beendet

〕
い
な

い
か
ら
で
あ
る
〔
…
…
〕。」（
事
案
詳
細
不
明
・
傍
線
筆
者
）

〈
事
例
③
〉B

G
H

St 8, 205

（
一
九
五
五
年
一
〇
月
六
日
判
決
）

　

被
告
人
が
家
畜
の
窃
盗
に
先
立
ち
オ
ー
ト
バ
イ
で
犯
行
現
場
を
偵
察
し
、
そ
の
後
に
窃
盗
を
行
っ
た
事
案
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
次
の
よ
う
に
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述
べ
て
、
オ
ー
ト
バ
イ
の
没
収
を
肯
定
し
た
。

　
「
自
然
的
な
観
察
に
よ
れ
ば
、〔
旧
〕
四
〇
条
の
『
故
意
の
重
罪
又
は
軽
罪
の
遂
行
』
と
い
う
文
言
の
下
に
は
、
犯
罪
予
備
か
ら
逃
走
お

よ
び
盗
品
の
確
保
ま
で
の
全
て
の
行
為
が
含
ま
れ
る
〔
…
…
〕。」（
傍
線
筆
者
）

〈
事
例
④
〉B

G
H

 bei D
allinger, M

D
R

 1970, 559

（
一
九
七
〇
年
三
月
一
七
日
判
決
））

11
（

　

被
告
人
が
通
貨
を
偽
造
し
て
様
々
な
場
所
で
流
通
さ
せ
た
事
案
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
被
告
人
を
通
貨
偽
造
（
行
使
を
含
む
、
一
四
六
条
）
で

有
罪
と
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
被
告
人
が
移
動
に
用
い
た
自
動
車
の
没
収
を
肯
定
し
た
。

　
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
告
人
は
、
安
全
上
の
理
由
か
ら
、
各
々
の
場
所
で
紙
幣
一
枚
の
み
を
流
通
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
自
身
に

と
っ
て
割
に
合
う
期
間
の
間
、
自
身
の
自
動
車
を
通
じ
て
の
み
そ
の
紙
幣
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
本
件
自
動
車
は
犯
行

の
終
了
前
、
つ
ま
り
犯
罪
遂
行
の
た
め
に
〔
…
…
〕
用
い
ら
れ
た
。」（
傍
線
筆
者
）

　
〈
事
例
②
〉
は
窃
盗
の
終
了
前
に
用
い
ら
れ
た
自
動
車
、〈
事
例
④
〉
は
通
貨
偽
造
の
終
了
前
に
用
い
ら
れ
た
自
動
車
を
没
収
可
能

と
し
て
い
る
。〈
事
例
③
〉
は
、
既
遂
後
の
客
体
の
使
用
の
例
で
は
な
い
た
め
傍
論
で
あ
る
が
、
逃
走
・
盗
品
確
保
に
用
い
ら
れ
た

客
体
が
一
般
に
没
収
に
服
し
う
る
と
述
べ
て
い
る）1（
（

。

　

他
方
、
犯
罪
の
終
了
後
に
用
い
ら
れ
た
客
体
の
没
収
が
否
定
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

〈
事
例
⑤
〉B

G
H

 N
StZ-R

R
 2002, 332

（
二
〇
〇
二
年
七
月
九
日
決
定
）

　

被
告
人
は
、
自
身
の
妻
を
侮
辱
・
脅
迫
し
た
Ｎ
が
自
身
の
息
子
と
対
峙
す
る
と
聞
き
、
自
動
車
で
現
場
に
向
か
い
、
Ｎ
ら
に
発
砲
し
て

自
動
車
で
逃
走
し
た
が
、
逮
捕
さ
れ
た
。
被
告
人
は
故
殺
未
遂
お
よ
び
危
険
な
傷
害
で
有
罪
と
さ
れ
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
、
自
動
車
の
没
収
を
否
定
し
た
。

　
「
予
備
か
ら
終
了
の
段
階
に
至
る
ま
で
、
犯
行
を
も
っ
ぱ
ら
可
能
と
し
、
か
つ
そ
の
実
施
に
寄
与
し
、
又
は
そ
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
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た
全
て
の
客
体
が
、
没
収
に
服
す
る
〔
…
…
〕。
し
か
し
な
が
ら
、①
犯
行
と
の
関
係
で
客
体
が
た
ま
た
ま
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
は
足
り
な

い
〔
…
…
〕。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
使
用
が
犯
罪
企
図
の
実
現
を
意
図
的
に
促
進
し
、
又
は
行
為
者
の
計
画
に
よ
れ
ば
促
進
す
る
は
ず

で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」。「
②
被
告
人
が
〔
現
場
と
な
っ
た
〕
Ｃ
通
り
に
戻
る
間
に
既
に
、〔
Ｎ
〕
に
発
砲
す
る
決
意
を
有
し
て

い
た
と
も
、
彼
が
〔
Ｎ
〕
と
の
『
決
着
』
の
後
に
す
ば
や
く
逃
走
す
る
こ
と
に
適
し
た
手
段
を
確
保
し
て
お
く
た
め
に
自
動
車
を
用
い
た

と
も
、
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
動
車
の
使
用
と
犯
罪
遂
行
と
の
間
に
必
要
で
あ
る
、
内
的
な
繫
が
り
が
欠
け
る
。
Ｌ
Ｇ
の

見
解
と
は
異
な
り
、③
被
告
人
が
、
銃
撃
後
に
メ
ル
セ
デ
ス
製
自
動
車
の
と
こ
ろ
に
戻
り
、
こ
れ
で
走
り
出
し
た
と
い
う
事
実
の
み
で
は
、

没
収
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
点
で
〔
Ｎ
〕
に
対
し
て
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
は
、
既
に
終
了
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

（
傍
線
筆
者
）

　

傍
線
部
③
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
に
よ
る
故
殺
未
遂
お
よ
び
傷
害
は
銃
撃
を
も
っ
て
終
了
し
た
た
め
、
そ
の
後
の
逃
走
に
用
い
ら
れ

た
だ
け
で
は
自
動
車
の
没
収
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
（
傍
線
部
①
②
の
意
義
は
次
節
で
述
べ
る
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
七
四
条
一
項
に
い
う
「
遂
行
」
に
は
犯
罪
の
「
終
了
」
前
ま
で
の
状
態
が
含
ま
れ
、
終
了
時
点
は
個
々
の
犯
罪

類
型
に
従
い
判
断
さ
れ
る
。「
遂
行
」
を
広
く
解
す
る
論
拠
と
し
て
は
、「
規
定
の
刑
罰
目
的
・
保
安
処
分
目
的
に
合
致
す
る
」
と

い
っ
た
説
明）11
（

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
な
ぜ
「
遂
行
」
が
犯
罪
の
終
了
前
ま
で
を
含
む
の
か
は
、
必
ず
し
も
判
然
と
し
な

い
。
も
っ
と
も
、
次
節
で
述
べ
る
通
り
、
供
用
客
体
の
没
収
根
拠
を
共
犯
類
似
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

ド
イ
ツ
判
例
で
は
犯
罪
の
終
了
前
で
あ
れ
ば
、
既
遂
後
で
あ
っ
て
も
共
犯
と
し
て
の
関
与
が
可
能
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
発
想
が
供

用
客
体
の
没
収
に
も
及
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
節　

促
進
的
効
果

　
（
ii
）
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
現
在
の
判
例
・
通
説
上
、
物
の
使
用
が
犯
行
を
「
促
進
し
た
」（fördern

）
又
は
「
促
進
す
る
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は
ず
で
あ
っ
た
」（fördern sollte

）
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る）11
（

。

1　

判
例
の
動
向

　
「
促
進
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
解
釈
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
基
準
で
あ
る
が
、
こ
の
基
準
が
Ｂ
Ｇ
Ｈ
で
一
般
的
に
受
容
さ

れ
た
の
は
比
較
的
近
時
の
こ
と
で
あ
る）11
（

。
例
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

〈
事
例
⑥
〉B

G
H

 N
JW

 1987, 2882

（
一
九
八
七
年
四
月
二
九
日
判
決
）

　

被
告
人
は
コ
カ
イ
ン
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
ド
イ
ツ
に
輸
入
し
、
麻
薬
法
（
Ｂ
ｔ
Ｍ
Ｇ
）
上
の
薬
物
の
違
法
輸
入
と
違
法
取
引
で
有
罪
と

な
っ
た
。
被
告
人
は
薬
物
の
輸
送
手
段
と
し
て
ジ
ー
プ
を
用
い
た
が
、
警
察
が
薬
物
を
代
替
品
と
す
り
替
え
て
お
り
、
被
告
人
は
そ
れ
に

気
づ
か
ず
代
替
品
を
輸
送
し
て
い
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
被
告
人
は
む
し
ろ
、
自
身
の
可
罰
的
な
作
為
を
当
該
車
両
の
お
か
げ
で
さ
ら
に
進
捗

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
」（
傍
線
筆
者
）
と
述
べ
、
本
件
ジ
ー
プ
が
供
用
客
体
に
あ
た
る
と
し
た）

11
（

。

こ
こ
で
は
、
被
告
人
が
本
件
ジ
ー
プ
に
よ
り
犯
行
を
「
進
捗
さ
せ
る
」（vorantreiben

）
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
旨
認
定
さ

れ
、「
促
進
」
に
類
す
る
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

そ
の
後
、「
促
進
」
基
準
に
言
及
し
た
代
表
的
な
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
と
し
て
、
先
に
み
た
〈
事
例
⑤
〉（
二
〇
〇
二
年
七
月
九
日
決
定
）

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
犯
行
と
の
関
係
で
客
体
が
た
ま
た
ま
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
は
足
り
な
い
〔
…
…
〕。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の

使
用
が
犯
罪
企
図
の
実
現
を
意
図
的
に
促
進
し
、
又
は
行
為
者
の
計
画
に
よ
れ
ば
促
進
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
」
と
の
基

準
が
示
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
部
①
））

11
（

。
同
様
の
基
準
は
、
た
と
え
ば
次
の
事
例
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。
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〈
事
例
⑦
〉B

G
H

 StV
 2005, 210

（
二
〇
〇
四
年
一
二
月
八
日
決
定
）

　

コ
カ
イ
ン
の
転
売
を
委
託
さ
れ
た
被
告
人
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
四
日
に
Ｂ
Ｍ
Ｗ
で
居
住
地
の
ス
ペ
イ
ン
か
ら
ド
イ
ツ
に
移
動
し

（
な
お
、
こ
の
時
点
で
の
薬
物
取
引
は
認
定
で
き
な
か
っ
た
）、
こ
の
Ｂ
Ｍ
Ｗ
は
同
日
か
ら
一
九
日
ま
で
の
間
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
有
料

駐
車
場
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
間
、
被
告
人
自
身
は
ス
ペ
イ
ン
や
ス
イ
ス
に
も
数
日
滞
在
し
て
い
た
。
最
終
的
に
、
一
一
月
一
八
日
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
同
駐
車
場
付
近
に
て
、
オ
ペ
ル
の
自
動
車
内
で
Ｆ
と
被
告
人
と
の
間
で
コ
カ
イ
ン
の
取
引
が
行
わ
れ
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
Ｂ
Ｍ
Ｗ
の
没
収
を
否
定
し
た
。（
罰
条
不
明
）

　
「
犯
行
と
の
関
係
で
客
体
が
た
ま
た
ま
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
は
足
り
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
使
用
が
犯
罪
企
図
の
実
現
を
意
図

的
に
促
進
し
、
又
は
行
為
者
の
計
画
に
よ
れ
ば
促
進
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。〔
…
…
〕
こ
の
日
〔
薬
物
の
受
け
渡
し

が
な
さ
れ
た
二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
八
日
〕、
Ｂ
Ｍ
Ｗ
は
弁
つ
き
で
駐
車
場
に
止
め
ら
れ
て
い
た
。
被
告
人
が
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
四

日
か
ら
一
八
日
ま
で
の
間
、
常
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
薬
物
の
受
け
渡
し
の
二
週
間
前
に
、

後
に
犯
行
現
場
と
な
る
場
所
に
Ｂ
Ｍ
Ｗ
製
自
動
車
で
赴
い
た
こ
と
が
、
既
に
薬
物
取
引
の
実
現
を
促
進
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
は
、
容
易

に
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。」（
傍
線
筆
者
）

以
上
の
よ
う
に
、
本
決
定
に
お
い
て
は
、
客
体
が
犯
罪
企
図
の
実
現
を
「
意
図
的
に
促
進
し
、
又
は
促
進
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
」
こ

と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

2　

促
進
が
要
求
さ
れ
る
理
論
的
根
拠
お
よ
び
促
進
の
内
容

　

前
記
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
で
は
、
促
進
が
要
求
さ
れ
る
論
拠
と
し
て
、
客
体
が
犯
行
と
の
関
係
で
た
ま
た
ま
使
用
さ
れ
た
だ
け
で
は
足
り

な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
学
説
で
は
、
た
と
え
ば
エ
ー
ザ
ー
（A

lbin Eser

）
が
、
供
用
客
体
没
収
の
根
拠
は
、
犯
罪
に
際

し
て
客
体
を
「
濫
用
」（M

ißbrauch

）
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
き
、
客
体
が
偶
然
に
作
用
し
た
だ
け
で
な
く
、
犯
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罪
の
遂
行
を
「
実
効
的
に
促
進
し
た
」
こ
と
が
必
要
と
す
る
が）11
（

、
こ
れ
も
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
い
う
「
偶
然
使
用
の
排
除
」
以
上
の
こ
と
を
述

べ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

他
方
、
下
級
審
裁
判
例
の
中
に
は
、
一
歩
進
ん
で
、
促
進
要
件
の
理
論
的
根
拠
を
共
犯
論
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
説
明
す
る
も
の
が
あ

る
。
そ
の
例
と
し
て
、
次
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
最
高
裁
の
判
決
が
あ
る
。

〈
事
例
⑧
〉B

ayO
bLG

St 1976, 38

（
一
九
七
六
年
四
月
五
日
判
決
）

　

被
告
人
は
無
免
許
で
バ
ス
を
運
転
し
て
事
故
を
起
こ
し
た
が
、
そ
の
際
、
以
前
紛
失
し
た
と
届
け
出
た
は
ず
の
（
無
効
な
）
免
許
証
を

携
帯
し
て
い
た
。
被
告
人
は
、
過
失
に
よ
る
道
路
交
通
の
危
殆
化
（
刑
法
三
一
五
条
ｃ
第
一
項
一
号
ａ
お
よ
び
三
項
二
号
）
と
道
交
法

（
Ｓ
ｔ
Ｖ
Ｇ
）
上
の
無
免
許
運
転
の
罪
で
有
罪
と
さ
れ
、
無
効
な
免
許
証
の
没
収
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
最
高
裁
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
没
収
を
肯
定
し
た
。

　

供
用
客
体
の
没
収
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
客
体
の
促
進
的
効
果
は
、
物
理
的
な
も
の
に
限
ら
れ
ず
、「
客
体
の
使
用
に
よ
り
〔
…
…
〕

心
理
的
障
害
が
克
服
さ
れ
、
又
は
少
な
く
と
も
障
害
の
作
用
が
減
少
さ
せ
ら
れ
た
と
き
に
も
、
そ
の
よ
う
な
促
進
は
認
め
ら
れ
る
。①
そ
の

限
り
で
、
構
成
要
件
実
現
の
物
理
的
共
働
の
み
な
ら
ず
、
単
な
る
心
理
的
援
助
と
い
う
形
態
で
も
存
し
う
る
、
共
同
正
犯
又
は
幇
助
犯
に

よ
る
犯
行
の
促
進
〔
…
…
〕
と
、
何
ら
異
な
ら
な
い
〔
…
…
〕」。「〔
…
…
〕
そ
れ
ゆ
え
、②
後
の
発
覚
を
防
ぐ
（
と
い
う
一
般
的
な
）
目
的

で
客
体
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
の
実
行
に
際
し
て
の
加
功
が
他
の
共
同
正
犯
又
は
正
犯
を
後
の
発
覚
か
ら
守
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
共
同
正
犯
又
は
幇
助
者
の
活
動
と
同
様
の
態
様
で
、
犯
行
を
促
進
す
る
。
こ
れ
に
従
い
、
た
と
え
ば
、
強
盗
に
際
し
て
行
為

者
が
着
用
し
て
い
た
覆
面
は
、
た
と
え
被
害
者
に
対
す
る
脅
迫
お
よ
び
財
物
の
奪
取
の
い
ず
れ
も
容
易
に
せ
ず
、
行
為
者
の
特
定
を
後
に

頓
挫
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
刑
法
七
四
条
一
項
に
基
づ
き
没
収
に
服
す
る
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
は
な

い
。
行
為
者
が
、
検
問
に
際
し
て
提
示
し
、
道
交
法
二
一
条
一
項
一
号
に
基
づ
く
軽
罪
の
行
為
者
と
発
覚
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
必

要
な
運
転
免
許
な
く
故
意
に
自
動
車
を
運
転
し
た
際
に
携
帯
し
て
い
た
偽
の
免
許
証
に
つ
い
て
も
、
別
論
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

と
い
う
の
も
、③
行
為
者
は
そ
の
よ
う
な
偽
の
免
許
証
の
携
帯
を
通
じ
て
、
無
免
許
運
転
と
結
び
つ
い
て
い
る
刑
法
上
の
危
険
を
減
少
さ
せ
、
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そ
う
し
て
犯
行
の
決
意
を
容
易
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（
傍
線
筆
者
）

　

本
判
決
の
第
一
の
特
徴
は
、
被
告
人
が
実
行
行
為
（
無
免
許
運
転
）
の
時
点
で
、
後
に
官
憲
に
求
め
ら
れ
た
と
き
に
提
示
し
て
犯

行
発
覚
を
回
避
す
る
目
的
で
無
効
な
運
転
免
許
証
を
所
持
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
（
当
初
の
）
犯
行
の
決
意
を
心
理
的
に
促
進
し

た
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
（
傍
線
部
②
③
））

11
（

。
な
お
、
前
述
〈
事
例
⑤
〉
で
は
、
被
告
人
が
殺
人
・
傷
害
が
行
わ
れ
る
現
場
に
向
か
う
時

点
で
、
逃
走
手
段
と
し
て
自
動
車
を
確
保
し
て
い
た
と
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
没
収
が
否
定
さ
れ
た
（〈
事
例
⑤
〉
傍

線
部
②
）
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
仮
に
被
告
人
が
あ
ら
か
じ
め
逃
走
手
段
と
し
て
自
動
車
を
用
意
し
て
い
た
場
合
に
は
、
犯
行
の
決
意
そ

れ
自
体
が
促
進
さ
れ
た
と
し
て
、
自
動
車
の
没
収
を
肯
定
す
る
余
地
を
残
す
趣
旨
と
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
判
断
枠
組
（
客
体
を

事
後
に
用
い
る
目
的
で
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
い
た
こ
と
で
実
行
行
為
が
促
進
さ
れ
た
）
は
、
我
が
国
の
平
成
三
〇
年
決
定
の
理
解
（
性

犯
罪
後
の
示
談
交
渉
に
用
い
る
目
的
で
記
録
媒
体
を
隠
し
撮
り
に
用
い
た
）
に
際
し
て
も
有
用
た
り
う
る
。

　

次
の
特
徴
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
最
高
裁
が
、
心
理
的
促
進
が
供
用
客
体
と
し
て
の
没
収
を
基
礎
づ
け
る
こ
と）11
（

の
理
論
的
根
拠
を
、

共
犯
類
似
の
発
想
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
（
傍
線
部
①
②
）。
こ
の
説
明
は
、
ド
イ
ツ
判
例
上
、
幇
助
犯
成
立
の
た
め
に
は
幇
助
行

為
が
正
犯
の
犯
行
を
促
進
し
た
こ
と
で
足
り
、
ま
た
こ
れ
は
心
理
的
促
進
で
も
足
り
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と）11
（

と
整
合
的
で
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
共
犯
類
似
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
前
節
で
み
た
、
犯
罪
の
「
遂
行
」
概
念
に
関
わ
る
議
論
と
も
親
和
性
を
有
す

る
。
ド
イ
ツ
判
例
は
、
共
同
正
犯
・
幇
助
犯
の
双
方
で
、
犯
罪
の
既
遂
後
・
終
了
前
の
関
与
者
に
つ
い
て
も
承
継
的
共
犯
が
成
立
す

る
余
地
を
残
す
一
方
、
終
了
後
の
関
与
者
は
共
犯
た
り
え
な
い
と
す
る）1（
（

。
供
用
客
体
の
没
収
に
い
う
「
遂
行
」
概
念
に
、
犯
罪
の
既

遂
後
・
終
了
前
の
段
階
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
承
継
的
共
犯
の
理
解
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
既
遂
到
達
後
の
承
継
的
共
犯
を
肯
定
す
る
ド
イ
ツ
判
例
に
対
し
て
、
通
説
は
批
判
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
様
々
で
あ
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る
が
、
た
と
え
ば
、
共
同
正
犯
（
二
五
条
二
項
）
に
お
い
て
は
犯
罪
行
為
（Straftat

）
の
遂
行
（Begehen

）
の
共
同
が
必
要
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
、
既
遂
に
達
し
た
時
点
で
既
に
犯
罪
行
為
は
行
わ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
既
遂
後
に
承
継
的
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る

こ
と
は
、
文
言
の
限
界
を
超
え
る
と
の
批
判
が
あ
る）11
（

。
幇
助
犯
に
つ
い
て
も
、
幇
助
行
為
は
「
違
法
な
行
為
」（rechtsw

idrige 

T
at

）
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
二
七
条
一
項
）、
こ
れ
は
犯
罪
構
成
要
件
を
実
現
す
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
一

一
条
一
項
五
号
）、
既
遂
到
達
後
に
は
こ
れ
が
欠
け
る
と
の
批
判
が
あ
る）11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
判
例
の
立
場
か
ら
は
、
犯
罪
の
既
遂

後
・
終
了
前
に
用
い
ら
れ
た
客
体
の
没
収
を
、
共
犯
類
似
の
発
想
で
説
明
し
て
も
不
都
合
は
な
い
も
の
の
、
通
説
の
立
場
か
ら
は
、

供
用
客
体
の
没
収
に
い
う
犯
罪
の
「
遂
行
」
も
制
限
的
に
解
す
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る

学
説
は
ほ
と
ん
ど
な
い）11
（

。

　

同
様
に
、
幇
助
の
因
果
性
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
判
例
は
正
犯
の
犯
行
を
「
促
進
」
し
た
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
が
、
学
説
で
は
異
論

も
み
ら
れ
る）11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
供
用
客
体
の
没
収
を
共
犯
論
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
説
明
す
る
場
合
、
客
体
が
犯
罪
行
為
に
及
ぼ
す
べ
き
効

果
に
つ
い
て
も
、
幇
助
の
因
果
性
に
関
す
る
見
解
の
対
立
が
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
が
、
学
説
中
に
そ
の
よ
う
な
主
張
は
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
の
学
説
が
、
供
用
客
体
の
没
収
を
共
犯
類
似
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
限
定
す
る
と
い
う
発
想
を
共
有

し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
は
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
節　

そ
の
他
の
限
定
原
理

　

以
上
の
通
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
供
用
客
体
の
没
収
の
た
め
に
は
、
犯
行
の
促
進
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
促
進
と
い

う
基
準
は
、
没
収
可
能
な
範
囲
を
明
確
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
批
判
も
一
部
に
み
ら
れ
る）11
（

。
こ
の
よ
う
な
懸
念
が
共
有
さ
れ
て

い
る
か
ら
か
、
学
説
や
一
部
の
下
級
審
裁
判
例
の
中
に
は
、
さ
ら
な
る
限
定
を
付
す
る
試
み
が
み
ら
れ
る
。
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1　

客
体
が
犯
罪
遂
行
の
「
独
自
の
手
段
」
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
見
解

　

下
級
審
に
は
、
客
体
が
犯
罪
遂
行
の
「
独
自
の
手
段
」
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
例
が
み
ら
れ
る
。

〈
事
例
⑨
〉O

LG
 D

üsseldorf N
JW

 1992, 3050

（
一
九
九
二
年
八
月
三
一
日
決
定
）

　

被
告
人
は
、
社
会
裁
判
所
で
の
手
続
き
の
最
中
、
自
身
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
し
た
文
書
に
よ
り
裁
判
官
を
侮
辱
し
た
と
こ
ろ
、
当

該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
没
収
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た）

11
（

。
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
州
上
級
裁
判
所
（
Ｏ
Ｌ
Ｇ
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
没
収

を
否
定
し
た
。

　

供
用
客
体
と
し
て
「
没
収
可
能
で
あ
る
の
は
、
犯
行
と
単
に
関
連
性
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
客
体
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
、
行
為

者
の
意
図
に
し
た
が
っ
て
犯
罪
構
成
要
件
の
実
現
の
独
自
の
手
段
と
し
て
投
入
さ
れ
た
客
体
で
あ
っ
て
〔
…
…
〕、
そ
の
使
用
が
犯
罪
の

遂
行
の
た
め
に
因
果
的
で
あ
っ
た
又
は
少
な
く
と
も
そ
う
な
る
予
定
で
あ
っ
た
客
体
に
限
ら
れ
る
〔
…
…
〕。〔
…
…
〕
本
件
で
は
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
は
被
告
人
に
よ
り
―
―
明
ら
か
に
―
―
侮
辱
の
独
自
の
手
段
と
し
て
投
入
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
被
告
人
が
問
わ
れ
て
い
る

侮
辱
は
、
押
収
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
投
入
に
依
存
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。」（
傍
線
筆
者
）

こ
の
例
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
侮
辱
行
為
の
「
独
自
の
手
段
」（eigentliches M

ittel

））
11
（

で
あ
っ
た
か
、
す
な
わ
ち
、
侮
辱
行
為

が
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
投
入
に
依
存
し
て
い
た
」
か
否
か
が
検
討
さ
れ
、
没
収
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
踏
襲
し
た
下
級

審
裁
判
例
が
複
数
登
場
し
、
た
と
え
ば
（〈
事
例
⑨
〉
と
同
じ
く
）
侮
辱
文
書
の
作
成
に
使
用
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
没
収
が
否
定

さ
れ
た
例）11
（

、
違
法
賭
博
が
開
催
さ
れ
た
土
地
の
没
収
が
否
定
さ
れ
た
例）11
（

が
み
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
次
の
批
判
が
提
起
さ
れ
た
。
ま
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
上
、
犯
罪
の
「
遂
行
」
の
「
促
進
」
を
も
っ

て
没
収
は
可
能
で
あ
り
、
賭
博
が
行
わ
れ
た
土
地
が
犯
行
を
促
進
し
た
こ
と
に
疑
い
は
な
く
、「
独
自
の
手
段
」
と
い
う
追
加
の
限

定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
仮
に
犯
罪
実
現
が
客
体
の
使
用
に
「
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
限
定
が
必
要
と
し
て
も
、
た
と
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え
ば
あ
る
土
地
で
麻
薬
が
栽
培
さ
れ
る
場
合
、
土
地
な
く
し
て
麻
薬
栽
培
の
利
益
の
保
持
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
に
せ
よ

犯
罪
は
土
地
の
利
用
に
「
依
存
し
て
い
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
土
地
も
没
収
に
服
し
う
る
と
い
う）1（
（

。

　

そ
の
後
、
大
麻
栽
培
に
用
い
ら
れ
た
土
地
の
没
収
を
認
め
た
下
級
審
裁
判
例）11
（

が
登
場
し
、
最
終
的
に
は
、
や
は
り
大
麻
栽
培
に
用

い
ら
れ
た
土
地
の
没
収
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、〈
事
例
⑩
〉B
G

H
 N

StZ 2017, 89 

（
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
決
定
）
は
、
土

地
が
供
用
客
体
と
し
て
の
没
収
に
服
し
う
る
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
認
め
た
（
た
だ
し
、
後
述
の
通
り
、
本
決
定
で
は
比
例
原
則
の
観

点
か
ら
没
収
が
否
定
さ
れ
た
）。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
独
自
の
手
段
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
明
示
的
に
は
踏
襲
し
て
い
な
い
。

2　

自
動
車
の
没
収
に
つ
き
、
交
通
と
の
特
定
的
な
連
関
を
要
求
す
る
見
解

　

違
法
薬
物
の
輸
入
・
取
引
に
際
し
て
自
動
車
が
用
い
ら
れ
た
事
案
で
、
自
動
車
の
没
収
範
囲
を
限
定
し
た
下
級
審
裁
判
例
が
存
在

す
る
。〈

事
例
⑪
〉O

LG
 K

oblenz StV
 2004, 320

（
二
〇
〇
三
年
三
月
二
四
日
決
定
）

　

被
告
人
は
麻
薬
法
上
の
薬
物
の
違
法
輸
入
と
違
法
取
引
に
基
づ
き
有
罪
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
刑
法
六
九
条
に
基
づ
く
運
転
免
許
の
剝
奪

と
、
七
四
条
に
基
づ
く
薬
物
の
輸
送
に
用
い
ら
れ
た
自
動
車
の
没
収
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
。
Ｏ
Ｌ
Ｇ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
運
転

免
許
の
剝
奪
と
自
動
車
の
没
収
を
否
定
し
た
。

　

免
許
剝
奪
に
つ
き
、
原
判
決
は
「
①
刑
法
六
九
条
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
、
有
罪
と
さ
れ
る
犯
罪
行
為
と
自
動
車
の
運
転
と
の
間
の
―

―
交
通
と
の
特
定
的
な
―
―
連
関
を
示
し
て
い
な
い
。〔
…
…
〕〔
本
件
で
〕②
輸
送
さ
れ
た
の
は
、
総
量
約
二
三
〇
グ
ラ
ム
の
ヘ
ロ
イ
ン
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
動
車
の
利
用
は
、
被
告
人
が
訴
追
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に
と
っ
て
、
完
全
に
副
次
的
な
役
割
し
か
有
し
て
い
な

か
っ
た
〔
…
…
〕」。
以
上
の
説
明
は
、
自
動
車
の
没
収
に
も
妥
当
す
る
が
、「
事
実
審
は
、③
移
動
手
段
と
し
て
の
使
用
を
超
え
た
、
た
と

え
ば
薬
物
の
隠
し
場
所
と
し
て
の
自
動
車
の
投
入
を
認
定
し
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
薬
物
犯
罪
の
遂
行
の
機
会
に

0

0

0

自
動
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車
を
運
転
し
た
が
、
刑
法
七
四
条
一
項
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
供
用
客
体
又
は
行
為
器
具
と
し
て
投
入
し
た
わ
け
で
は
な
い
。」（
傍
線
筆
者
、

圏
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）

　

本
決
定
で
は
、
運
転
免
許
剝
奪
と
、
供
用
客
体
と
し
て
の
没
収
の
双
方
で
、
犯
罪
行
為
と
自
動
車
と
の
間
に
「
交
通
と
の
特
定
的

な
連
関
」（verkehrsspezifischer Zusam

m
enhang

）
が
必
要
と
さ
れ
た
（
傍
線
部
①
）。
そ
の
よ
う
な
連
関
が
認
め
ら
れ
る
場
合

の
例
と
し
て
は
、
自
動
車
が
薬
物
の
隠
し
場
所
に
な
っ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
傍
線
部
③
）。
加
え
て
、
ヘ
ロ
イ
ン
の
総
量

が
二
三
〇
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
本
件
自
動
車
の
役
割
が
副
次
的
な
も
の
に
留
ま
る
と
指
摘
さ
れ
た
（
傍
線
部
②
）
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
自
動
車
が
な
け
れ
ば
輸
送
で
き
な
い
ほ
ど
に
大
量
の
薬
物
を
輸
送
し
た
場
合
に
は
、
自
動
車
の
没
収
を
認
め
る
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
同
じ
く
自
動
車
が
薬
物
の
輸
送
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
事
案
で
あ
るBGH

 N
StZ （005, （3（

（
二
〇

〇
四
年
七
月
一
三
日
決
定
）
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
自
動
車
の
没
収
を
肯
定
し
た
。「〔
…
…
〕
被
告
人
に
よ
り

（
薬
物
取
引
の
た
め
の
）
犯
行
車
両
と
し
て
用
い
ら
れ
た
自
動
車
の
没
収
の
た
め
に
は
、『
交
通
と
の
特
定
的
な
連
関
』
は
必
要
な
い
。

刑
法
七
四
条
一
項
の
要
件
は
、
客
体
が
犯
罪
遂
行
に
用
い
ら
れ
た
と
き
に
充
足
さ
れ
る
。
上
訴
趣
意
に
よ
り
引
用
さ
れ
た
コ
ブ
レ
ン

ツ
Ｏ
Ｌ
Ｇ
の
決
定
（StV
 （00（, 3（0

）〔
前
掲
〈
事
例
⑪
〉〕
か
ら
そ
の
よ
う
な
連
関
の
必
要
性
を
導
く
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
当

裁
判
部
は
そ
の
見
解
を
共
有
し
な
い
」。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
な
い
。

3　

行
為
者
が
客
体
と
の
関
係
で
「
活
動
し
て
い
た
」
こ
と
を
要
求
す
る
見
解

　

バ
イ
エ
ル
ン
州
最
高
裁
の
裁
判
例
に
は
、
犯
行
の
「
促
進
」
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
が
何
ら
か
の
態
様
で
当
該
客
体
と
の
関
係
で

「
活
動
し
て
い
た
」（tätig w

erden

）
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
が
あ
る
。
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〈
事
例
⑫
〉B

ayO
bLG

St 1962, 299

（
一
九
六
二
年
一
二
月
一
三
日
判
決
）

　

被
告
人
は
一
七
歳
の
被
害
者
Ｂ
に
対
し
て
、
自
動
車
内
で
性
行
為
を
要
求
し
た
が
、
Ｂ
が
自
動
車
を
降
り
た
た
め
、
被
告
人
は
Ｂ
に
暴

行
を
加
え
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
被
告
人
は
自
動
車
を
降
り
て
Ｂ
に
追
い
つ
き
、
性
交
目
的
で
Ｂ
に
暴
行
を
加
え
た
が
、
他
の
自
動
車
が

接
近
し
て
き
た
た
め
そ
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
（
強
姦
未
遂
）。
被
告
人
所
有
の
自
動
車
の
没
収
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
裁
判
所
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
没
収
を
否
定
し
た
。

　

原
審
は
、
被
告
人
が
暴
行
を
決
意
し
た
の
は
Ｂ
を
追
い
か
け
た
時
点
で
あ
り
、「
い
ざ
と
な
れ
ば
自
動
車
の
助
け
に
よ
り
容
易
に
逃
走

で
き
る
と
望
む
こ
と
に
よ
り
、
被
告
人
の
企
図
が
強
化
さ
れ
た
」
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
没
収
対
象
た
る
供
用
客
体
に

あ
た
る
の
は
、「
行
為
者
が
、
犯
罪
故
意
を
形
成
し
た
後
、
か
つ
犯
行
を
終
了
す
る
前
の
時
点
で
、
当
該
の
物
と
の
関
係
で
何
ら
か
の
態

様
で
活
動
し
、
又
は
そ
の
表
象
に
よ
れ
ば
活
動
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
に
限
ら
れ
る
。〔
…
…
〕
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
可
罰
的
行

為
を
決
意
し
た
行
為
者
が
、
逃
走
を
可
能
と
す
る
又
は
容
易
に
す
る
手
段
、
と
り
わ
け
自
動
車
を
こ
と
さ
ら
に
用
意
し
た
と
き
に
没
収
が

許
容
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
」
が
、
本
件
で
は
そ
の
よ
う
な
認
定
が
欠
け
る
と
さ
れ
た
。（
傍
線
筆
者
）

　

本
判
決
で
は
没
収
が
否
定
さ
れ
た
が
、
同
様
の
基
準
が
示
さ
れ
た
上
で
没
収
が
肯
定
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
先
に
み
た
、
同
じ
く
バ

イ
エ
ル
ン
州
最
高
裁
の
〈
事
例
⑧
〉
は
、
没
収
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
客
体
の
使
用
が
犯
行
を
促
進
し
た
こ
と
が
必
要
と
し
つ

つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
被
告
人
が
無
免
許
運
転
に
際
し
て
携
帯
し
て
い
た
偽
の
免
許
証
の
没
収
を
肯
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
犯

行
の
決
意
に
際
し
て
、
い
ざ
と
な
れ
ば
当
該
客
体
を
用
い
て
逃
げ
お
お
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
意
識
し
て
い
た
だ
け
で
は
、
当
該
客

体
の
没
収
に
は
足
り
ず
、「
行
為
者
が
犯
行
の
決
意
を
形
成
し
た
後
、
か
つ
行
為
者
が
犯
行
を
終
了
す
る
前
の
時
点
で
、
当
該
客
体

と
の
関
係
で
何
ら
か
の
態
様
で
活
動
し
、
又
は
少
な
く
と
も
そ
の
表
象
に
よ
れ
ば
活
動
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て

い
る
」。
し
か
し
な
が
ら
、「
被
告
人
は
、（
も
は
や
有
効
で
は
な
い
）
免
許
証
を
運
転
に
際
し
て
携
帯
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
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を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
は
同
時
に
免
許
証
の
濫
用
が
存
在
す
る
た
め
、
犯
行
の
促
進
を
意
図
し
た
使
用
が
濫
用
に
あ
た
る
こ
と

が
、
供
用
客
体
と
し
て
の
客
体
の
没
収
の
要
件
で
あ
る
か
否
か
は
、
改
め
て
問
題
に
は
な
ら
な
い
」（
傍
線
筆
者
）。

　
〈
事
例
⑧
〉
で
み
ら
れ
る
通
り
、
行
為
者
が
客
体
と
の
関
係
で
「
活
動
し
て
い
た
」
か
否
か
と
い
う
基
準
は
、
犯
行
の
「
促
進
」

と
は
別
個
に
要
求
さ
れ
る
基
準
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
他
方
で
、「
活
動
」
の
具
体
的
内
容
は
判
然
と
せ
ず
、〈
事
例
⑧
〉
で

は
客
体
の
「
濫
用
」、〈
事
例
⑫
〉
で
は
自
動
車
を
「
こ
と
さ
ら
に
用
意
し
た
」（eigens bereitstellt

）
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
限
定
が
必
要
で
あ
る
理
由
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
活
動
」
の
有
無
と
い
う
基
準
は
、
管
見
の
限

り
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
最
高
裁
で
の
み
採
用
さ
れ
て
お
り
、
他
の
裁
判
所
で
は
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
。

第
四
章　

比
例
原
則
に
よ
る
限
定

第
一
節　

七
四
条
ｆ
の
意
義

　

前
章
で
み
た
七
四
条
一
項
に
基
づ
く
供
用
客
体
の
諸
要
件
を
充
足
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
没
収
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
に
加
え
て
比
例
原
則
の
基
準
が
ク
リ
ア
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
没
収
に
係
る
比
例
原
則
を
定
め
る
七
四
条
ｆ
は
、
次
の
通

り
定
め
る
。

第
七
四
条
ｆ　

比
例
性
の
原
則

（
一
）
没
収
が
指
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
第
七
四
条
及
び
第
七
四
条
ａ
に
お
い
て
は
、
行
わ
れ
た
行
為
及
び
没
収
の
対
象
者
に

対
す
る
非
難
に
没
収
が
比
例
し
な
い
と
き
は
、
没
収
は
命
じ
て
は
な
ら
な
い
。
第
七
四
条
か
ら
第
七
四
条
ｂ
ま
で
、
及
び
第
七
四
条
ｄ

の
場
合
に
お
い
て
、
没
収
の
目
的
を
よ
り
緩
や
か
な
処
分
に
よ
っ
て
達
成
で
き
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
没
収
の
留
保
を
命
じ
る
。

一　

客
体
を
使
用
不
能
に
す
る
こ
と
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二　

客
体
に
つ
い
て
特
定
の
設
備
若
し
く
は
記
号
を
除
去
し
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
方
法
で
客
体
を
変
更
す
る
こ
と
、
又
は
、

三　

特
定
の
方
法
で
客
体
を
使
用
す
る
こ
と

と
い
う
指
示
が
、
特
に
考
慮
さ
れ
る
。

指
示
が
遵
守
さ
れ
た
と
き
は
、
没
収
の
留
保
は
終
結
す
る
。
指
示
が
遵
守
さ
れ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
事
後
的
に
没
収
を
命
じ
る
。

没
収
が
指
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
没
収
は
、
客
体
の
一
部
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）〔
略
〕

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
七
四
条
に
基
づ
く
没
収
は
、
行
為
者
の
行
為
お
よ
び
非
難
に
照
ら
し
て
比
例
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
一
項
一
文
）。
も
っ
と
も
、
特
に
没
収
が
付
加
刑
と
し
て
言
い
渡
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
刑
罰
の
一
種
で
あ
る
た
め
量
刑

上
の
諸
原
則
に
服
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
究
極
的
に
は
こ
の
規
定
が
な
く
と
も
、
行
為
の
重
大
性
、
責
任
の
程
度
、
供
用
客
体
使
用
の

強
度
、
没
収
対
象
の
価
値
と
い
っ
た
諸
種
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る）11
（

。

　

加
え
て
、
比
例
原
則
の
帰
結
と
し
て
、
没
収
の
目
的
が
よ
り
緩
や
か
な
処
分
に
よ
っ
て
達
成
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
、
没
収
が
留

保
さ
れ
た
上
で
、
客
体
を
使
用
不
能
と
す
る
措
置
を
は
じ
め
、
没
収
よ
り
も
緩
や
か
な
代
替
的
措
置
が
命
じ
ら
れ
う
る
（
一
項
二

文
）。

　

比
例
原
則
の
考
慮
に
よ
り
、
供
用
客
体
の
没
収
が
否
定
さ
れ
た
事
案
が
ど
れ
だ
け
存
在
す
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
み

て
き
た
通
り
、
実
務
上
、
自
動
車
の
よ
う
な
一
定
程
度
高
価
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
客
体
の
没
収
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
に
は
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
判
決
文
中
で
、
裁
判
所
が
比
例
原
則
を
適
切
に
考
慮
し
た
こ
と
を
明
示
す
る
よ

う
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
〈
事
例
⑩
〉（
麻
薬
栽
培
に
用
い
ら
れ
た
土
地
が
供
用
客
体
に
あ
た
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ

た
事
例
）
で
は
、
供
用
客
体
の
没
収
は
付
加
刑
と
し
て
の
性
質
を
有
し
、
そ
の
言
渡
し
は
量
刑
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
事
実
審
裁
判

所
の
判
決
理
由
は
「
裁
判
所
が
没
収
の
刑
罰
と
し
て
の
性
格
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
没
収
が
全
体
的
状
況
に
鑑
み
て
、
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他
の
刑
罰
目
的
を
適
切
に
考
慮
し
た
上
で
、
不
法
内
容
に
対
す
る
贖
罪
の
た
め
に
、
主
刑
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
必
要
で
あ
る
か

否
か
を
、
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
加
え
て
、
比
例
原
則
を
定
め
る
旧
七
四
条
ｂ
（
現
七
四
条
ｆ
）
に
基
づ
き
、
事
実

審
裁
判
所
は
、
没
収
が
行
為
者
に
向
け
ら
れ
る
非
難
と
比
例
性
を
有
す
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
と
こ
ろ
、
判
決
理
由
は
、「
一
定

の
重
要
性
を
有
す
る
没
収
対
象
の
場
合
、
た
と
え
ば
少
な
か
ら
ぬ
価
値
を
有
す
る
土
地
の
没
収
の
場
合
に
は
、〔
比
例
性
の
〕
検
討

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
は
比
例
原
則
に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
た
の
か
が
明

示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
差
し
戻
さ
れ
た）11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
特
に
没
収
対
象
が
高
額
に
の
ぼ
る
場
合
に
は
、
判
決
理
由
中
で
比
例
原
則
に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明

示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
、
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

第
二
節　

比
例
原
則
と
性
犯
罪
の
記
録
媒
体
等
の
没
収
の
限
定

　

近
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
お
い
て
は
、
性
犯
罪
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
パ
ソ
コ
ン
に
つ
き
、
比
例
原
則
に
基
づ
き
没
収
を
限
定
し
た
一
連

の
例
が
み
ら
れ
る）11
（

。
こ
れ
ら
は
供
用
客
体
の
没
収
に
限
ら
れ
な
い
が）11
（

、
供
用
客
体
の
没
収
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば

次
の
二
つ
が
あ
る
。

　
〈
事
例
⑬
〉
二
〇
一
二
年
八
月
二
八
日
決
定）11
（

は
、
強
姦
等
で
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
が
、
一
部
の
犯
罪
の
遂
行
に
際
し
て
自
身
の

興
奮
を
高
め
る
た
め
に
児
童
ポ
ル
ノ
を
上
映
し
て
い
た
事
例
で
あ
る
。
原
審
は
、
当
該
児
童
ポ
ル
ノ
の
上
映
に
用
い
た
パ
ソ
コ
ン
の

没
収
を
肯
定
し
た
。
一
方
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
当
該
パ
ソ
コ
ン
が
七
四
条
一
項
に
い
う
供
用
客
体
に
あ
た
る
こ
と
は
肯
定
し
つ
つ
、
結
論

と
し
て
は
没
収
を
否
定
し
、
事
件
を
差
し
戻
し
た
。

　
〈
事
例
⑭
〉
二
〇
一
四
年
六
月
一
八
日
決
定）11
（

は
、
被
告
人
が
、
児
童
に
対
す
る
性
的
虐
待
お
よ
び
高
度
に
私
的
な
生
活
領
域
の
侵

害
と
し
て
の
撮
影
行
為
（
二
〇
一
条
ａ
）
11
（

）
等
で
有
罪
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
被
告
人
が
被
害
者
の
撮
影
に
用
い
た
機
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材
等
の
没
収
が
問
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
原
審
は
撮
影
映
像
の
保
存
に
用
い
ら
れ
た
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
の
没
収
を
命
じ
た
が
、
Ｂ
Ｇ

Ｈ
は
事
件
を
差
し
戻
し
た
。

　

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
論
旨
は
概
ね
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
要
、
比
例
原
則
を
定
め
る
旧
七
四
条
ｂ
（
現
七
四

条
ｆ
）
に
基
づ
き
、「
よ
り
緩
や
か
な
処
分
」
に
よ
っ
て
没
収
目
的
を
達
成
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
依
り
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス

ク
上
の
該
当
す
る
デ
ー
タ
を
削
除
す
る
と
い
っ
た
措
置
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
原
審
は
そ
の
よ
う
な
検
討
を
行
っ
て
い

な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
デ
ー
タ
削
除
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
、
没
収
対
象
で
あ
る
機
器
そ
れ
自
体
の
価
格
を
超
え
て
し

ま
う
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
機
器
全
体
を
没
収
す
る
理
由
と
し
て
は
依
拠
で
き
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章　

む
す
び
に
か
え
て

第
一
節　

本
稿
の
ま
と
め

　

本
稿
の
検
討
の
結
果
を
改
め
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
法
上
の
供
用
客
体
没
収
の
判
断
枠
組
は
、（
i
）
犯
罪
の
「
予
備
」
又
は
「
遂
行
」
段
階
に
お
け
る
客
体
の
使
用
又
は
そ

の
予
定
に
よ
り
、（
ii
）
犯
罪
企
図
の
実
現
を
意
図
的
に
促
進
し
た
又
は
促
進
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
き
に
は
没
収
可
能
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
一
部
の
裁
判
例
で
は
、（
iii
）
没
収
範
囲
を
さ
ら
に
限
定
す
る
試
み
も
あ
る
が
、
広
い
支
持
は
集
め
て
い
な
い
。

　
（
i
）
に
つ
き
、
七
四
条
一
項
に
い
う
「
遂
行
」
概
念
は
広
く
解
さ
れ
、
実
行
行
為
時
点
で
既
に
用
意
さ
れ
て
い
た
客
体
は
も
と

よ
り
、
犯
罪
の
既
遂
後
・
終
了
前
の
段
階
で
用
い
ら
れ
た
客
体
も
没
収
可
能
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
規
定
の
刑
罰
・
保
安
処
分

目
的
か
ら
説
明
さ
れ
る
ほ
か
、
犯
罪
終
了
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
た
加
功
は
共
犯
処
罰
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
類
比
か
ら
根
拠
づ
け
ら

れ
う
る
。
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（
ii
）
に
つ
き
、
犯
罪
遂
行
の
「
促
進
」
は
心
理
的
な
促
進
で
足
り
、
促
進
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
は
、
共
犯
論
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

で
説
明
さ
れ
う
る
が
、「
促
進
」
の
具
体
的
内
実
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
議
論
は
な
い
。
ド
イ
ツ
判
例
上
、
特
に
〈
事
例
⑧
〉
で
は
、

無
免
許
運
転
の
事
案
で
、
犯
行
発
覚
を
回
避
す
る
目
的
で
所
持
し
て
い
た
無
効
な
運
転
免
許
証
が
、
ま
た
〈
事
例
⑬
〉
で
は
、
児
童

に
対
す
る
性
的
虐
待
等
に
際
し
て
、「
自
身
の
興
奮
を
高
め
る
た
め
に
児
童
ポ
ル
ノ
を
上
映
し
て
い
た
」
事
案
で
、
上
映
に
用
い
た

パ
ソ
コ
ン
が
、
供
用
客
体
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
促
進
」
は
き
わ
め
て
広
く
解
さ
れ
、
犯

行
の
決
意
を
容
易
に
す
る
限
り
、
厳
密
な
意
味
で
犯
行
の
手
段
と
は
言
い
難
い
客
体
も
没
収
可
能
と
い
え
る
が
、
そ
の
限
界
が
ど
こ

に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
現
状
の
議
論
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
で
は
七
四
条
ｆ
に
従
い
、
没
収
の
判
断
に
際
し
て
（
iv
）
比
例
原
則
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
基
づ
き
、
近
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
上
、
性
犯
罪
に
か
か
わ
る
画
像
等
が
保
存
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
没
収
が
否
定
さ
れ
、
よ
り
緩

や
か
な
手
段
と
し
て
、
記
録
媒
体
内
部
の
該
当
デ
ー
タ
を
消
去
す
る
こ
と
で
没
収
目
的
を
達
成
可
能
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
よ
る
べ
き
と

し
た
例
が
あ
る
。

第
二
節　

日
本
法
へ
の
示
唆

　

我
が
国
の
供
用
物
件
・
供
用
準
備
物
件
の
没
収
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
み
る
と
、
密
接
関
連
行
為
説
と
促
進
説
の
い
ず
れ
に
せ

よ
、
な
ぜ
密
接
関
連
行
為
に
使
わ
れ
た
物
や
実
行
行
為
を
促
進
し
た
物
が
没
収
可
能
で
あ
る
の
か
に
つ
き
、
詳
細
な
議
論
は
存
在
し

な
い
。
た
だ
し
、
一
部
の
学
説
は
、「
促
進
」
の
必
要
性
を
―
―
ド
イ
ツ
の
一
部
の
判
例
と
同
様
に
―
―
共
犯
論
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で

説
明
す
る）1（
（

。
我
が
国
の
判
例
・
多
数
説
は
、
幇
助
行
為
が
正
犯
の
犯
行
を
強
化
・
促
進
し
た
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
た
め）11
（

、
こ
の
限

り
で
共
犯
類
似
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
我
が
国
の
現
状
と
親
和
性
を
有
す
る
。
促
進
と
い
う
基
準
が
共
犯
類
似
の
考
え
方
に
根
ざ
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
没
収
の
判
断
に
際
し
て
も
、「
仮
に
他
人
が
そ
の
時
点
に
お
い
て
正
犯
に
そ
の
物
を
提
供
し
た
と
す
れ
ば
（
少
な
く
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と
も
）
幇
助
犯
を
構
成
し
う
る
か
」
と
い
う
視
座
が
考
慮
事
項
と
な
り
う
る
。
そ
の
際
に
は
、
中
立
的
幇
助
を
め
ぐ
る
議
論
等
が
参

考
と
な
り
え
よ
う）11
（

。

　

一
方
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討
で
も
み
ら
れ
た
通
り
、
共
犯
類
似
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
場
合
、
特
に
実
行
行
為
開
始
後
に
用
い
ら
れ

た
物
の
没
収
を
検
討
す
る
際
に
は
、
物
が
用
い
ら
れ
る
対
象
た
る
「
犯
罪
行
為
」（
一
九
条
一
項
二
号
）
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
、
承
継

的
共
犯
に
関
す
る
理
解
が
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
こ
の
点
、
我
が
国
で
は
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
る
が
、
近
時
、
特
殊
詐
欺
の
事
案

で
、
他
人
が
欺
罔
行
為
を
行
っ
た
後
で
共
謀
に
加
担
し
、
受
領
行
為
の
み
を
担
当
し
た
被
告
人
に
つ
き
、
詐
欺
（
未
遂
）
罪
の
共
同

正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
最
高
裁
判
例
が
登
場
し
た）11
（

。
こ
れ
を
没
収
に
応
用
す
れ
ば
、
既
に
実
行
行
為
（
の
一
部
）
が
行
わ
れ
た
後

に
用
意
さ
れ
、
用
い
ら
れ
た
物
も
、「
犯
罪
行
為
」
に
使
用
し
た
と
い
え
る
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
と
な
る
。

　

問
題
は
、
承
継
的
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
犯
罪
事
象
の
ど
の
段
階
ま
で
共
犯
関
与
が
可
能
か
、
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
に
お
い
て
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
た
通
り
、
我
が
国
で
も
、
既
遂
到
達
後
に
は
基
本
的
に
共
犯
成
立
が
排
除
さ
れ
る
と
解
す
る

の
か
、
そ
れ
と
も
既
遂
到
達
後
も
終
了
後
ま
で
共
犯
が
成
立
し
う
る
と
解
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
り
え
よ
う）11
（

。

　

同
時
に
、
仮
に
犯
罪
の
終
了
前
ま
で
共
犯
関
与
が
可
能
と
し
て
も
、
犯
罪
の
「
終
了
」
が
い
か
な
る
段
階
を
指
す
の
か
が
問
題
と

な
る
。
伝
統
的
に
は
、
犯
罪
を
即
成
犯
・
状
態
犯
・
継
続
犯
に
分
類
し
、
即
成
犯
・
状
態
犯
に
お
い
て
は
既
遂
時
期
と
終
了
時
期
が

基
本
的
に
一
致
す
る
（
ゆ
え
に
状
態
犯
た
る
窃
盗
罪
等
で
は
、
既
遂
後
の
共
犯
は
あ
り
え
な
い）

11
（

）
と
の
見
解
が
み
ら
れ
る
一
方
、
こ
の
分

類
は
必
ず
し
も
既
遂
・
終
了
時
期
と
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
類
型
・
事
案
ご
と
の
検
討
が
必
要
と
す
る
見
解
も
あ
る）11
（

。
こ

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、
態
度
決
定
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

最
後
に
、
我
が
国
の
議
論
状
況
と
対
比
し
た
場
合
の
、
ド
イ
ツ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
メ
リ
ッ
ト
を
簡
単
に
指
摘
し
て
お
く
。
ド
イ
ツ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
従
う
と
、
日
本
刑
法
一
九
条
一
項
に
い
う
、
物
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
「
犯
罪
行
為
」
と
は
、
犯
罪
の
予
備
段
階
か

ら
終
了
前
段
階
ま
で
を
含
む
「
密
接
関
連
行
為
」
を
指
し
、
そ
の
枠
内
で
の
客
体
の
使
用
に
よ
り
犯
行
を
「
促
進
」
し
た
こ
と
が
要
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求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
我
が
国
で
二
項
対
立
的
に
論
じ
ら
れ
る
密
接
関
連
行
為
説
と
促
進
説
の
対
立
は
、

も
は
や
止
揚
さ
れ
る）11
（

。
密
接
関
連
行
為
説
は
、「
犯
罪
行
為
」
の
意
義
が
不
明
確
と
批
判
さ
れ
る
も
の
の
、
ド
イ
ツ
の
一
部
判
例
で

示
さ
れ
た
よ
う
に
、「
犯
罪
行
為
」
と
は
共
犯
関
与
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
犯
罪
の
段
階
（
た
と
え
ば
既
遂
後
・
終
了
前
）
を
指
す
と

解
す
れ
ば
、
こ
の
概
念
に
一
応
の
限
界
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る）11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、「
犯
罪
行
為
」
概
念
を
拡
大
的
に
解
す
る

こ
と
は
、
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（
）　

団
藤
重
光
〔
編
〕『
注
釈
刑
法
（
一
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
）
一
三
六
頁
〔
藤
木
英
雄
〕、
大
塚
仁
ほ
か
〔
編
〕『
大
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
刑
法 

第
一
巻 
第
三
版
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
四
二
二
頁
〔
出
田
孝
一
〕。

（
（
）　

上
田
哲
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
一
五
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
六
年
）
二
二
五
頁
。

（
3
）　

山
口
厚
「
わ
が
国
に
お
け
る
没
収
・
追
徴
制
度
の
現
状
」
町
野
朔
＝
林
幹
人
〔
編
〕『
現
代
社
会
に
お
け
る
没
収
・
追
徴
』（
信
山
社
、

一
九
九
六
年
）
所
収
三
一
頁
注
五
。
ま
た
、
伊
達
秋
雄
＝
松
本
一
郎
『
総
合
判
例
研
究
叢
書 

刑
法
（
二
〇
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）

二
九
頁
も
参
照
。

（
（
）　

鈴
木
左
斗
志
「
犯
罪
供
用
物
件
没
収
（
刑
法
一
九
条
一
項
二
号
）
の
検
討
」
研
修
七
二
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
―
八
頁
、
西
田
典

之
ほ
か
〔
編
〕『
注
釈
刑
法 

第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
一
二
七
頁
以
下
〔
鈴
木
左
斗
志
〕、
安
田
拓
人
「
判
批
」
法
学
教
室
四

五
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
三
四
頁
参
照
。
ま
た
、
樋
口
亮
介
「
没
収
・
追
徴
」
法
学
教
室
四
〇
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
二
六
頁
も
参

照
。

（
5
）　

樋
口
亮
介
「
判
批
」『
平
成
三
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
一
五
五
頁
。

（
6
）　

団
藤
〔
編
〕（
前
掲
注
（
）
一
三
六
頁
〔
藤
木
〕。
ま
た
、
平
成
三
〇
年
決
定
の
第
二
審
は
、
隠
し
撮
り
行
為
等
が
「
犯
罪
の
実
行
行

為
を
心
理
的
に
容
易
に
す
る
た
め
の
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
本
件
各
実
行
行
為
と
密
接
に
関
連
す
る
行
為
」（
刑
集
七
二
巻
二
号
二
九
六

頁
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

（
7
）　

平
成
三
〇
年
決
定
の
第
一
審
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
本
件
隠
し
撮
り
が
性
的
興
奮
を
高
め
る
意
図
で
行
わ
れ
た
と
主
張
し
て
い
た

が
、
第
一
審
は
、
被
告
人
が
そ
の
よ
う
な
意
図
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
り
得
る
と
し
つ
つ
も
、
没
収
を
根
拠
づ
け
る
事
情
と
し
て
は
こ
の
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意
図
に
依
拠
し
て
い
な
い
（
刑
集
七
二
巻
二
号
二
五
六
頁
）。
な
お
、
第
二
審
お
よ
び
最
高
裁
は
こ
の
意
図
に
言
及
し
て
い
な
い
。

（
8
）　

ド
イ
ツ
の
没
収
制
度
の
紹
介
と
し
て
、
龍
岡
資
久
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
没
収
・
追
徴
制
度
の
一
側
面
」
法
曹
時
報
一
五
巻
三
号

（
一
九
六
三
年
）
一
頁
以
下
、
臼
井
滋
夫
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
没
収
制
度
の
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
六
巻
三
号
（
一
九
六
三
年
）
三

二
頁
以
下
、
大
越
義
久
「
ド
イ
ツ
刑
法
の
没
収
」
町
野
＝
林
〔
編
〕（
前
掲
注
3
）
一
九
九
頁
以
下
、
西
田
典
之
「
ド
イ
ツ
の
没
収
・
剝

奪
制
度
」
町
野
＝
林
〔
編
〕（
前
掲
注
3
）
二
〇
六
頁
以
下
、
伊
東
研
祐
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
法
利
得
剝
奪
（V

erfall

）
法
の
新
展

開
」
町
野
＝
林
〔
編
〕（
前
掲
注
3
）
二
一
八
頁
以
下
、
永
田
憲
史
『
財
産
的
刑
事
制
裁
の
研
究
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
）

一
三
七
頁
以
下
等
が
あ
る
。

（
9
）　

こ
の
改
正
で
は
犯
罪
収
益
の
剝
奪
に
関
す
る
改
正
（
ド
イ
ツ
刑
法
七
三
条
以
下
）
が
主
た
る
関
心
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、

佐
藤
拓
磨
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
犯
罪
収
益
は
く
奪
制
度
の
改
正
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
（0
）　

以
下
、
断
り
の
な
い
限
り
、
条
文
番
号
の
み
を
挙
げ
る
と
き
に
は
ド
イ
ツ
刑
法
の
も
の
を
指
す
。

（
（（
）　

ド
イ
ツ
刑
法
典
の
翻
訳
は
、
佐
藤
（
前
掲
注
9
）
四
八
頁
以
下
お
よ
び
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
『
ド
イ
ツ
刑
法
典
』（
法
務

資
料
四
六
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
（（
）　

没
収
対
象
た
る
「
客
体
」（Gegenstände
）
に
は
権
利
も
含
ま
れ
、
た
と
え
ば
銀
行
預
金
や
抵
当
権
等
も
没
収
対
象
た
り
う
る
と

さ
れ
る
。E

ser/Schuster, in: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch K
om

m
entar, 30. A

ufl. 

（（0（9

）, 

§ 7（  Rn 6 

（
以
下
、

Sch/Sch/Bearbeiter, 

§ x Rn. x

）
参
照
。

（
（3
）　Sch/Sch/E
ser/Schuster, V

or 

§
§ 73  ff. Rn. （0.

（
（（
）　

な
お
、
七
四
条
所
定
の
客
体
が
没
収
不
可
能
で
あ
る
な
ど
の
場
合
、
そ
れ
に
対
応
す
る
金
額
を
没
収
で
き
る
（
七
四
条
ｃ
）。

（
（5
）　

他
の
例
と
し
て
、
九
二
条
ｂ
、
二
〇
一
条
五
項
、
二
九
五
条
な
ど
（
い
ず
れ
も
任
意
的
没
収
）。
ま
た
、
二
八
六
条
は
、
二
八
四
条

（
賭
博
の
無
許
可
開
催
）
お
よ
び
二
八
五
条
（
無
許
可
賭
博
へ
の
関
与
）
の
罪
の
場
合
に
、
賭
博
設
備
等
を
必
要
的
に
没
収
す
る
旨
定
め

る
。

（
（6
）　

ま
た
、
同
条
三
項
も
参
照
。

（
（7
）　Lackner/K

ühl, Strafgesetzbuch K
om

m
entar, （9. A

ufl. （（0（8

）, 

§ 7（d Rn. （（ 

（
以
下
、Lackner/K

ühl, 

§ x Rn. x

）.

（
（8
）　Sch/Sch/E

ser/Schuster, 

§ 7（  Rn. 3; Lackner/K
ühl, 

§ 7（  Rn. 5; W
olters, in: W

olter 

（H
rsg.

）, System
atischer 
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K

om
m

entar zum
 Strafgesetzbuch, Bd. II, 9. A

ufl. 

（（0（6

）, 

§ 7（  Rn. 6 

（
以
下
、SK

/Bearbeiter, 

§ x Rn. x

）
参
照
。
な

お
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
は
強
盗
予
備
罪
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
一
般
に
予
備
の
処
罰
範
囲
が
狭
い
。
た
だ
し
、
刑
法
三
〇
条
（
関
与
の
未

遂
）
で
は
、
重
罪
を
他
人
に
決
意
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
（
一
項
）
や
、
重
罪
を
他
人
と
共
謀
す
る
こ
と
（
二
項
）
が
処
罰
対
象
と
さ
れ
、

犯
行
が
こ
の
段
階
に
達
す
れ
ば
没
収
が
肯
定
さ
れ
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。Saliger, in: K

indhäuser u.a. （H
rsg.

）, Strafgesetzbuch, 
5. A

ufl. （（0（7

）, 

§ 7（  Rn. （ 

（
以
下
、N

K
/Bearbeiter, 

§ x Rn. x

）; Schm
idt, in: Laufhütte u.a. （H

rsg.

）, Strafgesetzbuch 
Leipziger K

om
m

entar, Bd. 3, （（. A
ufl. 

（（008

）, 

§ 7（  Rn. 9 

（
以
下
、LK

/Bearbeiter, 

§ x Rn. x

）; Joecks, in: Joecks/
M

iebach （H
rsg.

）, M
ünchener K

om
m

entar zum
 Strafgesetzbuch, Bd. （, 3. A

ufl. （（0（6

）, 

§ 7（  Rn. 7, （3 

（
以
下
、MüK

o/
Bearbeiter, 

§ x Rn. x

）. 

例
と
し
て
、BGH

St （3, 3（（

（
強
盗
の
関
与
の
未
遂
〔
旧
四
九
条
ａ
〕
で
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
か
ら
、

強
盗
に
用
い
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
凶
器
等
が
没
収
さ
れ
た
事
例
）.

（
（9
）　SK

/W
olters, 

§ 7（  Rn. （0; M
üK

o/Joecks, 

§ 7（  Rn. （3 

参
照
。
例
と
し
て
、
後
述
〈
事
例
③
〉
参
照
。

（
（0
）　

一
八
七
二
年
の
刑
法
典
制
定
当
初
の
条
文
（
旧
四
〇
条
）
で
は
、「
予
備
」
の
文
言
が
存
在
せ
ず
、
犯
罪
の
「
遂
行
」
段
階
で
の
使

用
の
み
が
没
収
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
一
九
六
八
年
の
刑
法
改
正
で
「
予
備
」
文
言
が
追
加
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
同
改
正
以
前
も
、
予

備
段
階
で
用
い
ら
れ
た
客
体
の
没
収
は
実
務
上
認
め
ら
れ
て
お
り
、「
予
備
」
文
言
の
追
加
は
単
な
る
明
確
化
の
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。Freund, W

irtschaftskrim
inalität und Beschlagnahm

eprivileg, N
JW

 （976, （003; BT
-D

rs. V
/（3（9, S. 53 

参
照
。
た

だ
し
、
Ｒ
Ｇ
判
例
に
は
、
侵
入
窃
盗
の
予
備
と
し
て
の
合
鍵
の
製
造
に
用
い
た
器
具
等
の
没
収
が
否
定
さ
れ
た
例
も
あ
る
。RGSt 59, 

（50.

（
（（
）　A

ltenhain, in M
att/Renzikow

ski （H
rsg.

）, Strafgesetzbuch K
om

m
entar （（0（3

）, 

§ 7（  Rn. （ 

（
以
下
、Matt/Renzikow

ski/
Bearbeiter, 

§ x Rn. x

）; Fischer, Strafgesetzbuch, 66. A
ufl. 

（（0（9

）, 

§ 7（  Rn. （0 

（
以
下
、Fischer, 

§ x Rn. x

）; SK
/

W
olters, 

§ 7（  Rn. （0 ; N
K

/Saliger, 

§ 7（  Rn. （0; Sch/Sch/E
ser/Schuster, 

§ 7（  Rn. （（; LK
/Schm

idt, 

§ 7（  Rn. （（ 

参

照
。

（
（（
）　N

K
/Saliger, 

§ 7（  Rn. （, 9; SK
/W

olters, 

§ 7（  Rn. 6; LK
/Schm

idt, 

§ 7（  Rn. 9; Sch/Sch/E
ser/Schuster, 

§ 7（  
Rn. 3 

参
照
。
た
だ
し
、
古
い
判
例
に
は
、
不
可
罰
未
遂
に
用
い
ら
れ
た
客
体
の
没
収
を
認
め
た
例
も
あ
る
。RGSt 36, （（5.

（
（3
）　BGH

St 8, （05 ［（（3

］.
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（
（（
）　BGH

St （3, 3（（ ［3（（

］.
（
（5
）　Sch/Sch/E

ser/Schuster, 

§ 7（  Rn. 3; Lackner/K
ühl, 

§ 7（  Rn. 5; SK
/W

olters, 

§ 7（  Rn. 6. BGH
 N

StZ-RR （997, 
3（8

は
、
麻
薬
取
引
で
有
罪
と
な
っ
た
被
告
人
が
さ
ら
な
る
薬
物
の
購
入
に
用
い
よ
う
と
し
た
金
銭
に
つ
き
、
そ
の
よ
う
な
購
入
が
訴
追

対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
没
収
を
否
定
し
た
。

（
（6
）　Fischer, 

§ 7（  Rn. （0; Lackner/K
ühl, 

§ 7（  Rn. 5; SK
/W

olters, 

§7（, Rn. （0; Sch/Sch/E
ser/Schuster, 

§ 7（  Rn. 
（（; M

üK
o/Joecks, 

§ 7（  Rn. （7; N
K

/Saliger, 

§ 7（  Rn. （0.

（
（7
）　R

engier, Strafrecht A
llgem

einer T
eil, （0. A

ufl. （（0（8

）, 

§ 33  Rn. （0, （3.

（
（8
）　Ibid., 

§ 33  Rn. （3.

（
（9
）　Ibid.; Fischer, 

§ （（（ Rn. 53 

―5（.

（
30
）　

引
用
はBGH

, U
rteil vom

 （7. M
ärz （970 – （  StR （9（/69 – Juris

に
よ
る
。

（
3（
）　K

G Berlin N
J （950, （9 

（
公
職
詐
称
の
罪
〔
旧
一
三
二
条
〕
の
行
為
者
が
現
場
か
ら
の
立
ち
去
り
に
用
い
る
予
定
で
あ
っ
た
自
動

車
の
没
収
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
）
等
も
参
照
。

（
3（
）　BGH

St 8, （05 ［（（（

］.

（
33
）　M

att/Renzikow
ski/A

ltenhain, 

§ 7（  Rn. （; Sch/Sch/E
ser/Schuster, 

§ 7（  Rn. （（; Fischer, 

§ 7（  Rn. （（; M
üK

o/
Joecks, 

§ 7（  Rn. （3; LK
/Schm

idt, 

§ 7（  Rn. （6.

（
3（
）　

促
進
に
言
及
し
た
初
期
の
学
説
・
注
釈
書
の
例
と
し
て
、E

ser, D
ie strafrechtlichen Sanktionen gegen das Eigentum

 

（（969

）, S. 3（8; Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch K
om

m
entar, （（. A

ufl. （（969

）, 

§ （0  Rn. （（ 

等
参
照
。

（
35
）　

た
だ
し
、
自
由
刑
に
加
え
て
自
動
車
の
没
収
が
必
要
で
あ
る
か
を
検
討
す
べ
き
と
し
て
、
事
件
は
差
し
戻
さ
れ
た
。
比
例
原
則
に
つ

き
、
第
四
章
参
照
。

（
36
）　

こ
れ
以
前
に
促
進
に
言
及
し
た
例
と
し
て
、
前
述
〈
事
例
③
〉（
一
九
五
五
年
一
〇
月
六
日
判
決
）
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
後
行
の

犯
罪
を
何
ら
促
進
し
な
か
っ
た
予
備
行
為
は
、〔
旧
〕
四
〇
条
の
意
味
に
お
け
る
拡
張
さ
れ
た
犯
罪
概
念
に
該
当
し
な
い
」
と
し
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
不
可
罰
の
予
備
段
階
で
用
い
ら
れ
た
客
体
が
没
収
可
能
か
否
か
の
文
脈
で
あ
り
、
供
用
客
体
没
収
の
一
般
要
件
と
し

て
の
「
促
進
」
に
言
及
し
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
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（
37
）　E

ser, a.a.O
. （Fn. 3（ 

）, S. 3（8.

（
38
）　

な
お
、O

LG T
hüringen, N

StZ-RR （009, （（0

で
は
、
無
免
許
運
転
行
為
者
の
携
帯
し
て
い
た
偽
造
免
許
証
等
の
没
収
が
問
題

と
な
っ
た
が
、
本
件
免
許
証
に
は
旧
ド
イ
ツ
帝
国
の
文
字
等
が
記
さ
れ
て
い
た
た
め
無
効
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
犯
行
発
覚
が

困
難
と
な
る
危
険
が
お
よ
そ
存
在
し
な
い
と
し
て
、
没
収
が
否
定
さ
れ
た
。

（
39
）　

客
体
が
犯
罪
遂
行
を
心
理
的
に
促
進
し
た
こ
と
で
没
収
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、LK

/Schm
idt, 

§ 7（  Rn. （6; Sch/Sch/
E

ser/Schuster, 

§ 7（  Rn. （（ 

参
照
。
な
お
、
日
本
で
は
、
物
理
的
な
促
進
の
み
が
没
収
を
基
礎
づ
け
る
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。

浅
田
和
茂
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説
ｗ
ａ
ｔ
ｃ
ｈ 

刑
法
Ｎ
ｏ
．
一
三
九
（
二
〇
一
九
年
）
三
頁
参
照
。

（
（0
）　Fischer, 

§ （7  Rn. （（-（（, （（.

（
（（
）　

ド
イ
ツ
判
例
に
つ
き
、
照
沼
亮
介
『
体
系
的
共
犯
論
と
刑
事
不
法
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
二
四
九
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）　W

essels/Beulke/Satzger, Strafrecht A
llgem

einer T
eil, （8. A

ufl. （（0（8

）, Rn. 83（.

（
（3
）　M

urm
ann, in: Satzger/Schluckebier/W

idm
aier 

（H
rsg.

）, Strafgesetzbuch K
om

m
entar, （. A

ufl. 

（（0（9

）, 

§ （7, 
Rn. 8 

（
以
下
、S/S/W

/Bearbeiter, 

§ x Rn. x

）.

（
（（
）　M

att/Renzikow
ski/A

ltenhain, 
§ 7（  Rn. （ 

は
、
既
遂
時
点
ま
で
に
用
い
ら
れ
た
客
体
の
没
収
の
み
が
没
収
可
能
と
す
る
が

（Fn. （（ 

）、
そ
の
論
拠
は
示
し
て
い
な
い
。

（
（5
）　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
幇
助
の
因
果
性
に
つ
き
、
小
島
陽
介
「
精
神
的
幇
助
に
お
け
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
（
二
）」
法
学
論
叢
一
六
一

巻
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
一
四
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
（6
）　SK

/W
olters, 

§ 7（  Rn. 9.

（
（7
）　

事
案
に
つ
き
、A

chenbach, JR （993, 5（6 ff.

も
参
照
。

（
（8
）　
「
独
自
の
手
段
」
と
い
う
言
い
回
し
は
元
々
、BGH

St （0, （8  
［3（ 

］（
一
九
五
六
年
一
二
月
五
日
決
定
）
で
、
供
用
客
体
と
没
収
不

可
の
行
為
対
象
（
組
成
物
件
）
の
区
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

（
（9
）　O

LG D
üsseldorf N

JW
 （993, （（85.

（
50
）　O

LG K
öln N

StZ （006, （（5.

（
5（
）　Burr, N

StZ （006, （（7 f. 

ま
た
、A

chenbach, JR （993, 5（7 f.

も
参
照
。
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（
5（
）　LG K

leve N
StZ （0（3, （67.

（
53
）　S/S/W

/H
eine, 

§ 7（f Rn. （.
（
5（
）　BGH

 N
StZ （0（7, 89  f.

（
55
）　

前
掲
〈
事
例
⑥
〉（
前
掲
注
35
）
も
参
照
。

（
56
）　

批
評
記
事
と
し
て
、H

ochstein, Einziehung 

“pornographischer

” Datenträger, （3. Septem
ber （0（（, hiesige M

einung 

（https://hiesige-m
einung.de/einziehung-pornographischer-datentraeger; 

最
終
閲
覧
二
〇
一
九
年
八
月
二
〇
日
）.

（
57
）　

一
四
歳
未
満
の
者
の
性
交
の
場
面
の
画
像
等
が
記
録
さ
れ
た
、
行
為
対
象
（
組
成
物
件
）
と
し
て
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
の
没
収
（
刑

法
旧
一
八
四
条
七
項
二
文
）
が
否
定
さ
れ
た
事
例
。BGH

St 53, 69 .

（
58
）　BGH

, Beschluss vom
 （8. A

ugust （0（（ – （  StR （78/（（ –, Juris.

（
59
）　BGH

 N
StZ-RR （0（（, （7（.

（
60
）　

二
〇
一
条
ａ
に
つ
き
、
第
二
章
参
照
。

（
6（
）　

樋
口
（
前
掲
注
（
）
一
二
六
頁
参
照
。

（
6（
）　

西
田
ほ
か
〔
編
〕（
前
掲
注
（
）
九
三
三
頁
以
下
〔
嶋
矢
貴
之
〕
参
照
。

（
63
）　SK

/W
olters, 

§ 7（  Rn. 9 

は
、
中
立
的
行
為
の
処
理
と
同
様
に
、
客
体
が
充
分
な
犯
罪
的
意
味
連
関
を
有
す
る
か
否
か
が
重
要
と

主
張
す
る
。

（
6（
）　

最
決
平
成
二
九
年
一
二
月
一
一
日
刑
集
七
一
巻
一
〇
号
五
三
五
頁
。

（
65
）　

東
京
高
判
平
成
三
〇
年
一
一
月
二
七
日
公
刊
物
未
登
載
（
羽
柴
愛
砂
「
判
批
」
警
察
学
論
集
七
二
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
四
四

頁
以
下
参
照
）
は
、
特
殊
詐
欺
の
被
害
者
か
ら
宅
急
便
で
送
ら
れ
た
荷
物
が
受
領
さ
れ
た
後
に
、
被
告
人
が
バ
イ
ク
便
で
当
該
荷
物
の
運

送
を
行
っ
た
事
案
で
、
被
告
人
の
運
搬
行
為
が
既
遂
後
の
関
与
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
に
、
詐
欺
罪
の
共
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
。
詐
欺

罪
の
承
継
的
共
犯
の
限
界
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
伊
藤
嘉
亮
「
特
殊
詐
欺
に
お
け
る
承
継
的
共

同
正
犯
と
共
謀
の
射
程
」
法
律
時
報
九
一
巻
一
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
七
二
頁
参
照
。

（
66
）　

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
五
四
六
頁
参
照
。

（
67
）　

佐
伯
仁
志
「
犯
罪
の
終
了
時
期
に
つ
い
て
」
研
修
五
五
六
号
（
一
九
九
四
年
）
二
一
頁
、
林
幹
人
「
即
成
犯
・
状
態
犯
・
継
続
犯
」
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西
田
典
之
ほ
か
〔
編
〕『
刑
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
〇
頁
、
伊
藤
渉
「
犯
罪
の
終
了
時
期
に
関
す
る
若
干

の
考
察
」
東
洋
法
学
五
四
巻
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
七
二
頁
以
下
。
な
お
、
松
原
芳
博
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇

一
七
年
）
は
、
承
継
的
共
犯
を
否
定
し
つ
つ
（
四
一
〇
頁
）、
窃
盗
罪
に
つ
き
盗
品
の
確
保
前
で
あ
れ
ば
共
犯
加
功
が
可
能
と
す
る
（
四

〇
五
頁
）。

（
68
）　

樋
口
（
前
掲
注
5
）
一
五
五
頁
も
参
照
。

（
69
）　

こ
の
点
に
つ
き
、E

ser, a.a.O
. （Fn. 3（ 

）, S. 3（7

も
参
照
。


